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むつ市議会第２６２回定例会会議録 第２号

議事日程 第２号 令和６年１２月４日（水曜日）午前１０時開議

◎諸般の報告

【議案一括上程、提案理由説明】

第１ 議案第106号 むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第２ 議案第107号 むつ市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第３ 議案第108号 むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

第４ 議案第109号 令和６年度むつ市一般会計補正予算

【一般質問】

第５ 一般質問（市政一般に対する質問）

（１）７番 住 吉 年 広 議員

（２）２番 杉 浦 弘 樹 議員

（３）６番 櫻 田 秀 夫 議員

（４）４番 工 藤 祥 子 議員

（５）15番 井 田 茂 樹 議員

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（冨岡幸夫） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は22人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（冨岡幸夫） 議事に入る前に諸般の報告を

行います。

11月26日市長から、今定例会に議案４件を追加

提案したい旨の申入れがあり、先ほど開催した議

会運営委員会で本日この後上程することが決定さ

れておりますので、ご報告申し上げます。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（冨岡幸夫） 本日の会議は議事日程第２号

により議事を進めます。

◎日程第１～日程第４ 議案一括上程、

提案理由説明

〇議長（冨岡幸夫） 日程第１ 議案第106号 む

つ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例から日程第４ 議案第109号 令和６年度むつ

市一般会計補正予算までの４件を一括議題といた

します。

市長から提案理由の説明を求めます。市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） おはようございます。ただい

ま追加上程されました４議案について、提案理由

及び内容の概要をご説明申し上げ、ご審議の参考

に供したいと存じます。

はじめに、議案第106号 むつ市職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例についてであり

ますが、本案は、青森県人事委員会の県職員の給

与に関する勧告に鑑み、市職員の給料月額、寒冷

地手当の額並びに期末手当及び勤勉手当の支給割

合を改定するためのものであります。

次に、議案第107号 むつ市特別職職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例及び議案第

108号 むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例についてであ

りますが、これら２議案は、特別職職員等の期末

手当の支給割合を改定するためのものでありま

す。

次に、議案第109号 令和６年度むつ市一般会

計補正予算についてでありますが、本案は、３億

8,391万9,000円の増額補正でありまして、これに

より補正後の歳入歳出予算総額は、432億9,852万

6,000円となります。

まず、歳出の主なものについてでありますが、

各款にわたり職員の給与改定、配置換え等に伴う

給与費の増減調整をしております。

次に、歳入の主なものについてでありますが、

補正財源を調整するため、財政調整基金繰入金を

計上しております。なお、年度内に事業の完了が

見込めないことから、第三田名部小学校なかよし

会整備事業について、繰越明許費を設定しており

ます。

以上をもちまして、追加上程されました４議案

について、その大要を申し上げましたが、細部に

つきましては、議事の進行に伴いましてご質問に

より詳細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決賜り

ますようお願い申し上げる次第であります。

〇議長（冨岡幸夫） これで提案理由の説明を終わ

ります。

ただいま上程されました４議案については、
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12月10日に質疑並びに委員会付託または討論及び

採決を行いますので、ご了承願います。

◎日程第５ 一般質問

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第５ 一般質問を

行います。

質問の順序は、抽せんによりお手元に配信して

おります一覧の順となっております。

本日は、住吉年広議員、杉浦弘樹議員、櫻田秀

夫議員、工藤祥子議員、井田茂樹議員の一般質問

を行います。

◎住吉年広議員

〇議長（冨岡幸夫） まず、住吉年広議員の登壇を

求めます。７番住吉年広議員。

（７番 住吉年広議員登壇）

〇７番（住吉年広） おはようございます。公明党、

公明・自由会派の住吉年広でございます。

今年１年を振り返りますと、市民の皆様や関係

者の方々とともに多くの挑戦を重ね、新たな成果

を得ることができました。私たちむつ市議会綱引

くらぶは、まさかりレガッタの経験を生かし、こ

の２回目の挑戦で優勝を目指し、一丸となって努

力を続けてまいりました。結果は、皆さんのご想

像のとおりです。

綱引きは、一見すると単純なスポーツに見えま

すが、会派や党派を超えて一本の綱に全集中し、

息を合わせて力を発揮することで、初めて勝負に

挑める奥深い競技です。勝敗こそ振るいませんで

したが、それ以上に得られるものが多くありまし

た。共に力を合わせる楽しさや、地域の皆さんと

交流の喜びを肌で感じることができました。

綱を通してつながる地域の絆、こどもから大人

まで一つになるエネルギーは、会場全体を明るく

温かく包み込んでいました。このようなイベント

を通じて地域がさらに活気づくことを心から願っ

ています。

最後に、大会運営にご尽力いただいた関係者の

皆様に深く感謝を申し上げます。そして、次回こ

そは上位入賞を目指し、むつ市議会チームを鍛え

直し、次は必ずリベンジしたいと思いますが、チ

ームの皆様、いかがでしょうか。

それでは、むつ市議会第262回定例会に当たり、

通告に従いまして、４項目５点にわたり一般質問

させていただきます。市長並びに理事者各位の皆

様には、誠意あるご答弁をよろしくお願いいたし

ます。

質問の１項目め、水道施設の維持管理について。

水道事業は、ご承知のとおり市町村が経営するこ

ととなっています。財源は利用者が支払う水道料

金で、水の供給に必要な費用を賄っています。水

道事業の建設投資財源は、水道料金等を原資とす

る自己資金等が大きなウエートを占めています。

本市の上水道は、昭和39年より第１期上水道事

業としてスタートしました。給水を開始して以来、

地域の発展や市民生活の向上に寄与するため、安

全安心な水道水の供給に努められてきました。し

かしながら、近年においては人口減少等に伴う給

水収益の低迷、水道施設の耐震化や老朽化対策へ

の投資の増大等で、水道事業を取り巻く経営環境

が厳しさを増してきています。

そこで今回は、将来にわたる持続可能な水道施

設の効率的、効果的な維持管理に向けてお尋ねい

たします。

我が国においては、家庭、学校、企業などに必

要な水を運ぶ水道管路は、全長約66万キロメート

ルあります。そのうち、法定耐用年数40年を超え

た管路は17.6％と、水道施設の老朽化が進んでい

ます。

水道管の漏水破損事故は、全国で年間２万件以
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上に上っていますが、設備を更新する予算がない

自治体が多く、古い水道施設を使い続けなければ

ならない事情もあることが課題とされています。

また、厚生労働省の調査によると、全国におけ

る水道施設の定期点検の実施率は、管路部分が約

26％、構造物部分になると約９％と低迷していま

す。その背景には、国土交通省が昨年６月にまと

めたインフラ長寿命化計画において、インフラの

維持管理を担う技術系職員が５人以下の自治体は

約半数、ゼロ人の自治体も２割を超えるという深

刻な人材不足が挙げられています。将来にわたる

水道施設の維持管理には、技術系人材の確保と徹

底した点検体制の構築が重要です。

そこで、本市における状況をお尋ねします。具

体的には、水道課における技術系職員の現況と水

道施設の点検状況についてお伺いします。

続きまして、将来にわたる効果的な水道施設点

検対策の一つとして、最新技術の水道管の劣化対

策についてお尋ねいたします。むつ市内の水道管

の総延長は約500キロメートルであり、年間の漏

水修繕件数は約80件から90件と伺っています。水

道管の漏水は断水にもつながるため、未然に防ぐ

必要があります。本市も含め自治体の漏水調査は、

通常探知機を使いながら、市全体を歩く必要があ

ります。しかし、調査には膨大な時間と費用がか

かることがどの自治体も課題となっています。

今水道管の劣化対策として、人工知能ＡＩを活

用した最新技術が注目されています。こうした技

術の事例として、愛知県豊田市の取組を紹介しま

す。

ＡＩと衛星画像を用いた漏水調査を2020年８月

より全国に先駆けてスタートしています。宇宙航

空研究開発機構ＪＡＸＡの人工衛星「だいち２号」

は、合成開口レーダ（ＳＡＲ）の技術を活用し、

地球に向けてＬバンド電波帯を照射することで、

地表や地下の水分分布を解析します。この技術に

より、地下１メートルから２メートルの範囲に浸

透する水分の変化を捉えることが可能です。

漏水調査では、ＳＡＲが検知した地表近くの水

分増加や反射特性の違いを解析し、漏水地点を特

定します。さらに、衛星データと地上での水質情

報を組み合わせることで、水道水の漏水かどうか

を識別しています。最新技術を活用することで、

漏水調査の効率や費用削減が可能となり、従来の

指標に比べて大幅な時間短縮が実現されていま

す。

反射特性を画像から人工知能ＡＩで解析し、漏

水の可能性を５段階で判断します。危険性が高い

箇所を優先し、現地調査して、経年や水道管の種

類にかかわらず漏水箇所が発見でき、早期修繕に

生かすことができます。

豊田市では、2020年に衛星とＡＩを活用した漏

水調査を実施し、探知機では５年かかる作業を僅

か７か月で完了させることに成功しました。これ

により作業時間を大幅に短縮しただけではなく、

費用も従来の数千万円から数百万円に削減されて

います。こうした事例を踏まえ、本市においても

水道事業におけるＤＸ（デジタルトランスフォー

メーション）の推進が必要であると考えておりま

す。特に衛星やＡＩなどの先進技術を活用した水

道管の劣化対策について、本市のご見解をお伺い

します。

質問の２項目め、ＧＩＧＡスクール端末の更新

について。ＧＩＧＡスクール構想は、2019年12月

に文部科学省が補正予算を計上し、児童１人１台

の端末配備を目指して始まりました。2020年の新

型コロナウイルス感染拡大を契機に急速に普及

し、2024年８月時点で、その数は全国で950万台

に達しています。これらの端末は、順次更新時期

を迎え、特に2025年度には端末更新の68％が集中

する見込みです。来年度の適切な調達に加え、使

用済端末の処理も重要な課題となっています。
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そこでお伺いします。ＧＩＧＡスクール構想の

下で、本市では来年度以降、新規に何台の端末を

購入し、旧端末をどのように処分する計画を立て

ているのでしょうか。また、データ消去や適切な

再資源化に関して具体的にどのような対応を検討

しているのかお伺いします。

さらに、３省合同通知や環境省の指針に基づき、

小型家電リサイクル法の認定事業者との連携につ

いて、教育委員会の方針をお伺いいたします。

質問の３項目め、避難所ＤＸ（デジタルトラン

スフォーメーション）について、近年の大規模災

害の頻発や自治体における人員、財源の減少を背

景に、避難所のデジタル化の必要性が高まってい

ます。避難所ＤＸとは、デジタル技術を活用して

避難所運営を効率化し、避難所の安全と快適性を

向上させる取組です。現在複数の自治体で実証実

験が行われており、従来の紙ベースによる受付業

務をデジタル化することで、避難所の情報登録を

迅速化し、混雑やストレスを軽減する効果が確認

されています。

具体的には、スマートフォンの情報入力、事前

登録したＱＲコードの読み込み、身分証明書のＯ

ＣＲ（光学文字認識）による読み取り、マイナン

バーカードのＩＣチップの読み取りなど様々な方

法が提案されています。少子高齢化が進む中、限

られた人員でも効率的な避難所運営が可能となる

ため、今後も実証実験を行った上で導入を進めて

いくべきと考えますが、市としてのご所見をお伺

いいたします。

最後に、質問の４項目め、第50回衆議院議員総

選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査におけ

る不在者投票の投函漏れについて。先般の衆議院

議員総選挙において、本市を含め全国で不在者投

票の投函漏れが発生しました。例えば大阪府豊中

市や富田林市では、比例代表の投票用紙550票余

りが投函されず、無効となるミスが確認されてい

ます。これは、選挙の公正性に対する信頼を損な

い、民主主義の根幹を揺るがしかねない重大な問

題です。本市においても、市民から強い不安の声

が寄せられています。

先日の行政報告では、経緯や対策について説明

がありましたが、この問題の本質的な原因につい

て十分言及があったとは思えません。自治体とし

ての選挙管理に万全を期すためにも、今回の投函

ミスの根本的原因について、選挙管理委員会委員

長のご見解を改めてお伺いします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 住吉議員のご質問にお答えい

たします。

防災行政についてのご質問、避難所ＤＸについ

てお答えいたします。まず、防災ＤＸに関する国

の動向といたしましては、近年頻発化、激甚化す

る自然災害に対応するべく、避難所運営等の避難

者支援業務のデジタル化を促進し、災害時の業務

の効率化、高度化を図ることを目的に、関係省庁

や地方自治体、民間企業等と連携を図りながら、

避難者支援に向けた防災アプリ等の開発などを進

めているものと把握しております。

具体的な事例といたしましては、専用アプリケ

ーションの事前登録及び基本情報の入力を行った

上で避難所に掲示したＱＲコードを読み取る方法

や、マイナンバーカードや運転免許証を専用カメ

ラで読み込むことで避難者情報を取得し、即座に

受付完了となるほか、取得した情報を自治体側の

システムとひもづけることで、要支援者情報等を

災害対策本部とリアルタイムで共有することが可

能となり、避難所の混雑状況や必要な救援物資を

把握することができるシステムなどが構築されて

いるところであります。

また、自治体を対象とした実証実験も実施され
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ているところであり、避難所入所手続に要する時

間及び職員の業務負担の大幅な軽減が図られたと

の検証結果も公表されております。

当市におきましても、これら先進的事例を参考

に調査研究を進めており、当市の実情に即した避

難所受付業務のデジタル化実現に向けて取り組ん

でまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 公営企業管理者。

（吉田和久公営企業管理者登壇）

〇公営企業管理者（吉田和久） 住吉議員のご質問

にお答えいたします。

まず、水道施設の維持管理についてのご質問の

１点目、水道課の技術系職員の現況と水道施設の

点検状況についてお答えいたします。水道事業を

取り巻く環境は、人口減少に伴う給水収益の減少、

水道施設の老朽化及び耐震化対策の業務に当たる

技術系職員の不足などが全国的な課題となってお

り、当市も同様の状況に置かれております。現在

当市の水道課職員は13人で、そのうち技術系職員

は７人配置されており、技術の継承や職員の育成

に取り組み、水道の安全、安定供給の確保に努め

ております。

水道施設の点検状況についてでありますが、水

道管においては、管種、口径、布設年度などのデ

ータを水道管路管理システムに取り込み、水道管

の劣化状況を一元的に管理、把握することにより、

計画的に更新を進めております。

また、配水池などの構造物においては、日常的

な巡視による施設点検を行っているほか、河川に

架かる水管橋の腐食や破損などについて定期的な

目視による点検を行うなど、重要なライフライン

として水道施設の適切な管理に努めているところ

であります。

次に、ご質問の２点目、衛星やＡＩ活用による

最新技術の水道管劣化対策についてお答えいたし

ます。現在当市が所有する水道管路の総延長は、

約500キロメートルに及び、老朽管路の漏水対応

や更新工事に相当な費用と時間を要するなど、そ

の対策に苦慮しております。

このような状況を踏まえ、当市におきましても

衛星やＡＩを活用した漏水探知やリスク評価につ

いて検討を進めた経緯にありますが、探査精度や

費用が高額であることなど、一定の課題もありま

すことから、現在は情報収集にとどまっておりま

す。

今後におきましても、技術の進歩や全国的に普

及することによる費用抑制などの進展状況を見定

めながら、その活用について研究を進めてまいり

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

（阿部謙一教育長登壇）

〇教育長（阿部謙一） 住吉議員の教育行政につい

てのご質問、ＧＩＧＡスクール端末更新について

お答えいたします。

当市におきましては、令和２年度からタブレッ

ト導入を行い、現在は全ての児童・生徒に配布さ

れ、授業などで活用されております。一般的にタ

ブレットの耐用年数は４年とされ、今後はタブレ

ットの更新が課題となっており、当市においては

令和２年度に導入いたしました約2,800台のタブ

レットについて、令和７年度以降の更新が必要に

なると考えております。

青森県では、青森県ＧＩＧＡスクール推進協議

会を設立し、県内市町村の更新計画を取りまとめ、

共同調達を行っており、当市においても、この更

新計画にのっとり、経費削減に努めながら計画的

に更新を行ってまいりたいと考えております。

また、更新後の旧端末の処分についてでありま

すが、小型家電リサイクル法に基づく認定事業者

へ処理を依頼し、個人情報漏えい等がないよう、

確実なデータの消去及び廃棄を実施してまいりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。
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〇議長（冨岡幸夫） 選挙管理委員会委員長。

（畑中政勝選挙管理委員会委員長

登壇）

〇選挙管理委員会委員長（畑中政勝） 住吉議員の

選挙行政についてのご質問、第50回衆議院議員総

選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査におけ

る不在者投票の投函漏れについてお答えいたしま

す。

今回発生した不在者投票の投函漏れの根本的な

原因につきましては、行政報告で申し上げました

とおり、10月27日に到着した不在者投票の投函処

理作業中に追加の配達がある旨の連絡があり、追

加分と併せて処理しようとして作業を中断し、そ

の票を施錠できるキャビネットに一時保管いたし

ました。その後、追加で届いた不在者投票を処理、

投函しましたが、同時に他の作業も進めていたた

め、一時保管した投票用紙の投函を失念したこと

が原因と考えております。

今後は、どのような状況下にあっても、開封作

業から投函までを一連で完結させることの徹底、

担当職員の専従化、マニュアルの整備を図り、さ

らには不在者投票の受理数と投函した票数が確実

に確認できる体制を構築して、再発防止に努めて

まいりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ７番。

〇７番（住吉年広） それでは、水道施設維持管理

についての再質問をさせていただきます。

本市としては、こうした先進技術の活用につい

て、視察や情報収集を行う計画はありますか。ま

た、もし現時点で具体的な計画がない場合でも、

将来的な取組を検討する意思があるかお聞かせく

ださい。

〇議長（冨岡幸夫） 上下水道局長。

〇上下水道局長市民生活部理事（中村 久） 水道

事業を取り巻く環境が厳しい中、水道の安全、安

定供給の確保に向けて、最新技術の活用の必要性

は十分認識しているところでございます。最新技

術の活用につきましては、姉妹都市であります福

島県会津若松市が最新技術の先進地であることか

ら、情報収集を行い、技術の進歩や全国的に普及

することによる費用抑制等の進展状況を見定めな

がら研究してまいりたいと考えておりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

◎会議録署名議員の追加指名

〇議長（冨岡幸夫） この際、会議録署名議員が不

在となりましたので、会議録署名議員を追加指名

いたします。

20番大瀧次男議員を指名いたします。

〇議長（冨岡幸夫） ７番。

〇７番（住吉年広） 先ほど部長のほうから答弁あ

ったように、情報収集を行うということですけれ

ども、例えば姉妹都市である会津若松市が取り組

む水道ＤＸについて、具体的な視察の実施や関係

者との意見交換会の場を設けることを検討するこ

とは可能でしょうか。また、こうした先進都市の

取組を当市の施策にどのように生かしていくか、

現時点で考えがあればお聞かせください。

〇議長（冨岡幸夫） 上下水道局長。

〇上下水道局長市民生活部理事（中村 久） 昨年

度私どもは、会津若松市の最新技術につきまして、

オンラインを通じて情報収集、あと会話をしたと

いう経緯もございます。そうした状況の中で、十

分ではございませんが、一応頭の中には知識とし

て入ってきておりますので、そういうことも踏ま

えまして、これからもっと広く情報収集を行いま

して、これからの活用について研究してまいりた

いと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。

〇議長（冨岡幸夫） ７番。
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〇７番（住吉年広） 分かりました。私先ほど愛知

県の豊田市の例を挙げましたけれども、会津若松

市においても衛星画像解析技術を活用した管路診

断の取組が評価されております。日本水道協会東

北地方支部で最優秀発表賞も受賞しています。

同市は、全国に先駆けた水道ＤＸの推進により、

効率的かつ持続可能な水道管理を実現しており、

その取組は当市の水道事業の将来検討において大

いに参考になると考えております。現時点では視

察の予定がないということですけれども、会津若

松市の事例を直接視察し、最新技術の活用方法を

学ぶ機会をぜひご検討いただくよう、よろしくお

願いいたします。

それでは、次は国土交通省が本年９月30日に有

識者会議において、市町村ごとの水道カルテを作

成し、年内に公表すると明らかにしました。この

カルテは、水道管の耐震化率や料金水準を簡単に

把握できるだけではなく、他自治体との比較も容

易になることとされています。この水道カルテを

活用することで、老朽化施設の更新計画や耐震化

の強化を効果的に進めるとともに、市民負担の軽

減を考慮した適正な料金設定に向けたデータ分析

が重要になると考えます。

市としては、このカルテをどのように活用し、

老朽化対策や耐震化をどのように加速化させてい

くお考えか、また市民負担の軽減を踏まえた適切

な料金設定に向けた取組についてお伺いいたしま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 上下水道局長。

〇上下水道局長市民生活部理事（中村 久） 今後

年内に国から公表が予定されております水道カル

テにつきましては、現在不確かな部分もございま

すが、水道施設や埋設管の老朽度、耐震状況のほ

か料金回収率等、各水道事業体の現状を分かりや

すく見える化する役割を果たすものと理解してい

るところでございます。

水道カルテにつきましては、これまで公表され

ております各種調査資料と併せ、様々な視点から

資産状況や経営状況の把握や分析を行いまして、

市民の皆様に分かりやすい資料づくりに活用させ

ていただきたいと考えております。

また、老朽化及び耐震化に係る対策につきまし

ても、これまでと同様、適切に対応してまいりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ７番。

〇７番（住吉年広） 最後に、先ほど公営企業管理

者の答弁のほうで、管理に係る職員が７名である

ということでご説明いただきました。限られた人

員の中で、約500キロメートルにも及ぶ広範な範

囲を適切に管理いただいていることに感謝を申し

上げます。また、点検が適切に実施されている状

況も確認でき、大変心強くも感じております。引

き続き適正な点検体制の徹底に努めていただきま

すよう、よろしくお願いいたします。

2021年10月に和歌山県和歌山市の紀の川に架か

る六十谷水管橋が崩落し、市内６万世帯、約13万

8,000人が１週間の断水に見舞われた事例は記憶

に新しいかと思います。現地調査では、アーチと

水道管をつなぐつり材の腐食が原因であり、点検

時に破断を見逃したことが問題視されました。こ

の事例を受け、徹底した点検体制の強化が改めて

重要視されています。

こうした中、点検体制の補強をする手段として、

社会資本の点検を専門とするインフラ調査士の活

用が注目されています。この資格を有することで、

Ｘ線や超音波を用いた非破壊検査やセンサーを搭

載したドローンを活用した高所点検が可能とな

り、隠れた欠陥の発見に大いに役立つとされてい

ます。本市におきましても、水源地や高所に位置

する水道施設の点検においての効果が期待できる

と考えています。つきましては、インフラ調査士

の活用についても、ぜひご検討いただきますよう
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お願いいたします。

以上で、水道施設の維持管理に関する質問は終

わります。

次に、教育委員会のほうに再質問させていただ

きます。先ほど教育長から答弁いただきましたけ

れども、グーグルアカウントにひもづけられたデ

ータはクラウド上に保存されていますが、端末に

はキャッシュデータや一時的に保存されたファイ

ル、ログイン情報などが残る可能性があります。

これらが不適切に管理されると、第三者による悪

用リスクが考えられます。端末返却時にキャッシ

ュは一時データを完全に消去する必要があります

が、教育委員会としてはこのリスクについてどの

ように認識し、どのような対応を検討されている

かお伺いします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） データ消去に関してお答

えいたします。

端末上に残るデータにつきましては、議員ご指

摘のとおりでありますが、不正利用対策として暗

号化されており、簡単にアクセスできない状態に

なっております。また、その端末上に残った暗号

化されたデータにつきましても、管理コンソール

上から端末の登録削除を行うと初期化が行われ、

端末上のその暗号化されたデータが全て消去され

ることとなっております。

〇議長（冨岡幸夫） ７番。

〇７番（住吉年広） それでは次に、廃棄スケジュ

ールの詳細もちょっと確認したいと思うのですけ

れども、来年度に廃棄予定の端末数と、その対象

時期はいつになりますか。また、廃棄の優先順位

はどのように決定されていますか。例えば使用年

数や端末の故障状態などが基準に含まれるのかお

聞かせください。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） 廃棄につきましては、来

年度以降、更新台数と同等の台数を順次廃棄して

まいります。この廃棄につきましては、速やかに

行うこととしております。更新予定が2,800台程

度ということですので、その程度の台数を予定し

ております。

〇議長（冨岡幸夫） ７番。

〇７番（住吉年広） 次に、スケジュールの手続の

調整ということで確認したいのですけれども、廃

棄スケジュールの中で端末初期化やデータ消去の

作業はどの時点で行う予定か、またデータ消去や

廃棄作業を委託する専門業者の選定状況と、その

契約予定はどうなっているかお伺いします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） データ消去に関しまして

は、使用しなくなった段階で速やかに対応すると

いうことになります。その廃棄をする業者につき

ましては、認定事業者にお願いすることになりま

すが、事業者の選定につきましては、青森県にお

ける小型家電リサイクル法に基づく認定事業者が

４者となっておりますので、その中から選定する

ことになっております。

〇議長（冨岡幸夫） ７番。

〇７番（住吉年広） 教育委員会においては、端末

更新及び処分に当たり、児童・生徒の保護者の信

頼を確保し、法的、倫理的責任を果たすため、端

末の完全初期化や専門業者のデータ消去の証明書

の取得を含む適切なデータ消去の手順を徹底する

とともに、物理的破壊や専門業者との連携による

安全性の確保、そしてさらにはリユース、リサイ

クルの活用による環境負荷軽減等のコスト削減に

取り組むことを要望させていただきます。

また、処分過程やデータ保護に関する方針につ

いて、より分かりやすく市民や保護者に説明し信

頼を深めるために、情報の提供やポリシーの明文

化を進めていただきたいと思います。

以上で、ＧＩＧＡスクールの端末更新について
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の質問を終わります。

それでは、避難所ＤＸについての再質問をさせ

ていただきます。災害発生時には、各自治体で避

難所情報を把握し、災害対策本部へ共有する必要

性があります。しかし、紙面での受付やファクス

による情報共有、またパソコンでの手入力など、

アナログの運用が基本となっているため、情報把

握の即日性や担当者の業務量が多岐にわたるた

め、職員の負担軽減を図るためにＤＸの導入が不

可欠であると考えます。

令和３年８月９日から10日にかけて、台風８号

が温帯低気圧に変わり、下北地域で豪雨災害が発

生しました。この際、大畑地域で避難所運営を行

った中で、受付などでどのような課題が浮き彫り

になったのでしょうか。また、その後の検証を踏

まえ、現在の避難所運営にどのような改善がなさ

れているか、具体的な改善策や取組についてお聞

かせください。

〇議長（冨岡幸夫） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） お答えいたしま

す。

令和３年８月９日、むつ市・風間浦村豪雨災害

におきましては、これまでにも報告しております

とおり、大畑地区を中心に複数の避難所が開設さ

れ、一部開設期間が長期に及んだ避難所もござい

ましたが、各避難所においては適切かつ正確な避

難者名簿の管理がなされていたものと認識してお

ります。

しかしながら、一部自主避難の形となったこと

から、避難所開設の初期段階においては、市職員

よりも早く避難所に到着していた避難者の方々

や、避難所に到着後、一旦落ち着いた後に名簿を

記入するケースが大部分を占めていたこともあ

り、事前に受付を設置した上で避難者を受け入れ

る運用とすることは、現実的に困難であったこと

が課題の一つとして挙げられるところでございま

す。

また、避難所生活が長期にわたった場合、避難

所対応職員が限られている中においては、入所時

のみならず、避難所を退所する方の把握に苦慮す

る場面も見受けられたとの報告も受けております

ことから、今後デジタル手法の導入を検討してい

く中で、参考にすべき事例であったと考えてござ

います。

〇議長（冨岡幸夫） ７番。

〇７番（住吉年広） 今危機管理監のほうから、一

旦落ち着いてから受付したということで、即時性

から考えればやっぱり課題であるなというふうに

捉えております。

先ほど市長のほうからも答弁ありましたけれど

も、避難所ＤＸの導入には多額の費用がかかりま

す。小規模自治体を含めたコスト負担の軽減策に

ついて、市としてどのようにお考えでしょうか。

また、国や県の補助制度を活用する具体的な計画

があればお伺いします。

さらに、全国で行われている実証実験の成果に

ついて、本市としてどのように評価し、実証実験

を実施する場合の具体的なスケジュールや目標に

ついてお聞かせください。

〇議長（冨岡幸夫） デジタル行政推進監。

〇総務部デジタル行政推進監（藤島 純） お答え

いたします。

避難所運営の受付業務におけるＤＸとしまして

は、アプリを利用するものであったり、機械を利

用する方法であったりと様々な解決策があると認

識しております。導入により多額な費用がかかる

という可能性もあることから、どんな方法が当市

にとって望ましいか、現在検討しております。

現在検討しているシステムといたしましては、

市公式ＬＩＮＥを活用したシステムを検討してお

ります。このシステムは、追加費用がかかること

なく実装が可能となり、今後当該サービスを用い
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て避難所運営の負担軽減に資するかどうか検証し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解賜り

たいと存じます。

あとスケジュールに関しましては、現在作成し

ておりまして、その内容を踏まえて次年度検証し、

活用できるという段階からスタートしたいと考え

ております。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） ７番。

〇７番（住吉年広） 避難所ＤＸにおける一番のポ

イントは、迅速かつ効率的な情報共有と意思決定

です。これにより避難者や運営スタッフが必要な

情報をリアルタイムに入手し、適切な対応を迅速

に行うことが可能になります。

一方で、導入コストを考慮すると、多くの市民

が利用している先ほど言った公式ＬＩＮＥを活用

することで、行政負担の軽減を図りながら、安価

に実現できる可能性があります。実際にＧｏｖＴ

ｅｃｈ Ｅｘｐｒｅｓｓが提供する公式ＬＩＮＥ

アカウントを利用して、避難所チェックインを実

装している鹿児島県のさつま町、山形県の庄内町、

あとは熊本県の宇城市など成功事例が挙げられま

す。これらの事例を参考に、むつ市でも公式ＬＩ

ＮＥを活用したＤＸ導入を検討し、住民にとって、

より安全で便利な避難所運営を見いだしていただ

くよう要望いたします。

また、特に小規模自治体にある本市においては、

コスト削減と住民への迅速な情報提供を両立させ

ることが重要です。そのため国や県が提供する補

助制度も積極的に活用し、効率的かつ効果的な避

難所ＤＸの実現を目指していただきたいと思いま

す。

以上で、避難所ＤＸの質問は終わります。

最後に、選挙管理委員会委員長のほうに再質問

させていただきます。先ほど答弁いただいた内容

は、多分行政報告とほぼ同じと。私は、そこの部

分は聞きたかった部分ではなかったので、その本

当の本質の部分だったのですけれども、ちょっと

まだ納得いっていないという感じはあります。

選挙管理事務は、本来ミスなく正確に遂行され

るべき業務です。しかし、実際には選挙ごとに多

くのミスが発生しており、その件数は近年増加傾

向にあります。特に令和元年には200件にも達し

ています。なぜミスが発生し、なかなか改正され

ないのでしょうか。

その背景として、選挙制度の多様化が挙げられ

ます。近年不在者投票や期日前投票制度の見直し

が進み、利用者が増加しています。また、平成27年

には選挙年齢の引下げに伴う選挙人名簿制度の改

正が行われ、その後も投票環境の向上を目指した

必要な改正が相次いだ結果、選挙管理事務が複雑

化しています。さらに、行政改革による自治体職

員の減少が影響を与えています。

選挙管理委員会事務局職員の数が減り、短期間

での異動が常態化する中で、選挙事務に精通した

人材が十分に育っていないこともミスが減らない

一因と考えられるのではないでしょうか。

そこで、再度の質問ですけれども、選挙管理に

おけるミスは、最悪の場合、選挙の無効につなが

ります。それによって再選挙が必要となれば、莫

大な税金が投入され、選挙管理委員会や選挙制度

そのものに対する信頼が大きく損なわれるリスク

があります。このように選挙管理執行におけるミ

スは、役所のほかの業務と比較しても、社会や行

政に与える影響は極めて大きいものです。

そこで、選挙管理執行事務においてミスをしな

いことの意義について、改めてお示しください。

〇議長（冨岡幸夫） 選挙管理委員会事務局長。

〇選挙管理委員会事務局長（野坂武史） お答えい

たします。

選挙は、国民が政治に参加し、主権者としてそ

の意思を政治に反映させることのできる最も重要
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かつ基本的な機会であります。その執行に当たり

ましては、公平公正、かつミスがなく適正に執行

されることが大前提であり、それにより市民の皆

様からの選挙に対する信頼が保たれるものと考え

ております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） ７番。

〇７番（住吉年広） 選挙管理におけるミスを防止

するためには、具体的な対策が求められますが、

これに関連して青森県選挙管理委員会にはどのよ

うな助言を求めたのか、具体的な内容をお聞かせ

ください。

また、その助言をどのように活用しているのか

についても、併せてお答えください。

〇議長（冨岡幸夫） 選挙管理委員会事務局長。

〇選挙管理委員会事務局長（野坂武史） お答えい

たします。

青森県選挙管理委員会に助言を求めてはおりま

せんが、選挙が終了いたしますと、総務省が国政

選挙や統一地方選挙で発生した管理執行上の問題

となった事案について、県選挙管理委員会を通じ

て全国に照会が行われます。総務省がそれらを取

りまとめ、問題事案の事例集として各選挙管理委

員会に情報共有を行っており、その事例集を今後

の改善に向けた参考資料として活用しておるとこ

ろでございます。

これらの事例を自分たちにも起こり得る問題と

して捉え、同じような誤りを起こさないよう、選

挙時における執行体制の改善に向けて検討を重

ね、しっかりと実行していくことが求められてい

るものと考えておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ７番。

〇７番（住吉年広） 今ミスの発生事例集というこ

とですけれども、それを基にした職員向けの教育

や研修プログラムを実施する際、どのように活用

すれば効果的な研修を提供できるとお考えでしょ

うか。

〇議長（冨岡幸夫） 選挙管理委員会事務局長。

〇選挙管理委員会事務局長（野坂武史） お答えい

たします。

今回のミスなどにもありますけれども、各地域

の事例、総務省がまとめたものにつきましては、

対策事例が全て掲載されております。それらを選

挙開始前に、現在でも行っておりますが、選挙の

従事職員に説明会等を開催する際に、特にミスの

あった部分については重点的に説明をしながら、

ミスの減少に努めてまいりたいと考えておりま

す。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） ７番。

〇７番（住吉年広） １点確認したいのですけれど

も、先ほど委員長のほうから答弁あったように、

るるその対策、原因はお聞きしましたけれども、

今回の原因の中で、人手不足という部分ではない

という認識でよろしいですか。

〇議長（冨岡幸夫） 選挙管理委員会事務局長。

〇選挙管理委員会事務局長（野坂武史） お答えい

たします。

今回の事例発生につきましては、発生した案件

に影響した部分として考えられておりますのが、

開票場所が替わったこと、そして選挙の準備期間

が非常に短かったことが大きな影響を与えている

と考えられておりますので、人事的な要素という

よりも、現在ご説明いたしましたこの２点が今回

の選挙に関しては大きな影響があったのではない

かと考えておるところでございます。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） ７番。

〇７番（住吉年広） 実は、そこを確認したかった

のです。そういう内容であればしっかり受け止め

て、人手不足であれば、また違う対策になると思
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うのですけれども、今回はヒューマンエラーとい

うことなので、それをしっかりまずやっていただ

きたいというふうな思いです。

来年度は参議院選挙を控え、選挙管理委員会に

は今回の事件を真摯に受け止め、再発防止に向け

た万全な対策を講じる責任があります。選挙は民

主主義を支える基盤であり、その公正性や信頼性

が損なわれることは、社会全体に深刻な影響を与

えます。

そのために、市民の貴重な１票を確実に反映さ

せるために、システム（作業工程の改善）、人材

（研修と専門性の向上）、ルール（マニュアルの

標準化）という３つの視点から、以下の点を３点

要望させていただきます。

１点目が、作業工程の見直しと管理体制の強化。

１つが、開封から投函までの作業を一貫して行え

るシステムの構築をしていただきたいです。２点

目がチェックリストの導入により、責任の所在を

明確化すること。

大きな２番目が、人材育成と専門性の向上。１

つが、専門性を持つ職員を育成し、安定した運営

体制を構築すること。専従担当を配置し、選挙業

務に特化した研修を実施すること。

３点目が、業務の標準化とマニュアルの整備。

５Ｗ１Ｈを取り入れた実効性の高いマニュアルを

作成すること。２つ目が、関係者全員が統一され

た手順を理解し、実行できる体制を構築すること。

これを要望させていただきます。

来年度、参議院議員選挙が公正かつ円滑に執行

されることは、市民からの信頼を回復し、民主主

義を支える重要な責務であると改めて強く感じて

おります。市民一人一人が安心して貴重な１票を

行使できる環境を整えるため、選挙管理委員会が

再発防止に向けた取組を着実に実行されることを

期待しております。職員一同一丸となって課題解

決に取り組み、公正で信頼される選挙執行を必ず

実現していただきたいと心より願っております。

以上で、不在者投票の投函漏れについての質問

を終わります。

これで私の一般質問を終わらせていただきま

す。

〇議長（冨岡幸夫） これで、住吉年広議員の質問

を終わります。

ここで、午前11時５分まで暫時休憩いたします。

午前１０時５５分 休憩

午前１１時０５分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎杉浦弘樹議員

〇議長（冨岡幸夫） 次は、杉浦弘樹議員の登壇を

求めます。２番杉浦弘樹議員。

（２番 杉浦弘樹議員登壇）

〇２番（杉浦弘樹） おはようございます。２番杉

浦弘樹です。

先ほど壇上では住吉議員が、先般開催されたむ

つ市綱引大会で一勝もできなかった市議会綱引く

らぶの話をしておられましたが、私はこの大事な

大会で寝坊をして遅刻してしまい、ほとんど戦力

にならないという失態を犯してしまいましたの

で、このことについては特に何も触れずに一般質

問に入りたいと思います。

市長並びに理事者各位におかれましては、誠意

あるご答弁をよろしくお願いいたします。

１項目めは、地域おこし協力隊についてお伺い

いたします。現在多くの自治体でこの制度を活用

し、地域活性化を図る活動を行っておりますが、

地域おこし協力隊の特徴は、都市地域から過疎地

域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域ブラ

ンドや地場産品の開発や販売、一次産業への従事
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など、地域での活動を行いながら定住定着を図る

制度であり、各自治体から委嘱を受け、おおむね

１年から３年をかけて活動をしていきます。むつ

市では、現在川内地区に拠点を置くＮＰＯ法人シ

ェルフォレスト川内が協力隊員を受け入れ、主に

西通地区である川内、脇野沢地区での地域活動を

行っております。

私は、人口減少社会において地方を取り巻く環

境はより一層厳しさを増す中で、この制度は有効

的な制度であると考えており、むつ市議会第261回

定例会での決算審査特別委員会で、2023年度にお

ける川内地区、脇野沢地区での協力隊が企画運営

する事業の件数、詳細について質疑しましたが、

そのときは担当課から明確な答弁がもらえません

でした。その後担当課に直接確認したところ、

2023年度は９件の主催事業を実施したと回答をい

ただきましたが、地区別の事業を確認したところ、

川内地区で７件、脇野沢地区で２件の主催事業を

実施したという報告でありました。

現状協力隊の活動実績は、川内地区に拠点を置

いての活動ということで、地区別での活動には偏

りがあるという結果が分かりました。また、事業

内容を見ますと、脇野沢地区で実施した事業にお

いては、地域の特色を生かした事業ではないもの

も見受けられ、協力隊の地域活動において差があ

ることも分かりました。

このような結果から、今後の地域おこし協力隊

制度の運営は、有効かつ効果的に活動するために

も各地区に拠点を置く団体等で協力隊員を受け入

れ、地域住民と一緒になって活動する体制へと変

更する必要があると考えます。

また、これまで協力隊の活動実績で定住定着し

た事例もあると聞いておりますが、今後協力隊員

を増員して活動エリアを広げることや、協力隊を

希望する人がむつ市を選んでもらうための魅力あ

る活動内容を提示するためにも、活動後の安心か

つ充実した定住定着の支援策を盛り込むことが今

後の高い定住実績につながるものと考えており、

国や県による協力隊員の定住支援策のほかに独自

の制度も必要ではないかと考えます。

そこで、１点目の質問は、活動実績と今後の課

題について、２点目は、定住支援策についてお伺

いします。

２項目めは、行政の窓口業務についてお伺いい

たします。１点目のカスタマーハラスメント対策

についてですが、以前から社会問題化しているカ

スタマーハラスメント、略してカスハラは、これ

までに明確な解決方法は確立されていないといっ

たことから、民間企業では独自のカスハラ対策を

実施するなどして対応し、従業員を守る対策を講

じている現状がありました。しかし、現在では厚

生労働省で民間企業でのカスハラ対策の一環とし

てカスタマーハラスメント対策企業マニュアルを

作成するなどして対策を実施しておりますが、行

政においても多くのカスハラ被害があることか

ら、最近では条例を制定するなどして対応する自

治体が増えてきました。

カスハラ対応は、理不尽なクレームや言動、過

度な要求等から職員を守るために必要な対応策で

はありますが、企業ではカスハラ対策が進んでい

ても、行政側では民間よりもカスハラ対策が進ん

でいない現状も見受けられます。問題点としては、

自治体が公共の利益のために存在する組織であ

り、全ての住民をサービスの対象としている組織

としての特性があることが主な理由であります。

しかし、このような事情があるにせよ、業務に

支障が出たりするものや、職員に対して過度なス

トレスを与えるようなカスハラに対しては有効的

な対応策が求められるのではないかと考えます。

そこで、市ではカスハラに対し、どのような対

策を講じているのかお聞きしたいと思います。

２点目の窓口相談の対応についてですが、住民
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から私への相談内容で、専門性の高い子育てや福

祉関連での行政への窓口相談をした際に、相談し

た内容とサービス内容が違うといった相談が寄せ

られることがあります。

そこで、相談者と行政側の双方から聞き取りを

しますと、結局は専門性の高い相談内容であるこ

とから、相談した内容の正確性においては若干の

違いや相談者と行政側で意思疎通ができていない

ことから、結果として双方で言った、言わないの

ケースになっていることが多いように感じており

ます。こういったケースでは、先ほどからのカス

ハラに発展するケースも考えられることから、今

後は相談者からの了解があれば、相談内容を行政

側で録音するなどの対応策が必要ではないかと考

えますが、むつ市では現在こういった専門性の高

い相談に対し、どのように対応しているのか、ま

た相談した内容とサービス内容に違いがあった場

合の住民の再度の相談に対し、どのように対応し

ているのかをお聞きします。

３項目めは、地震対策についてお伺いいたしま

す。日本は世界有数の地震大国であり、日頃から

地震に備えて準備をし、地震が発生した際は落ち

着いて行動することが求められておりますが、先

月より陸奥湾を震源とする地震が頻発しており、

沿岸に住む住民は落ち着かない状況が続いており

ます。

これまでに陸奥湾内の地震は90年前にマグニチ

ュード５程度の地震が観測されたそうですが、過

去には陸奥湾周辺において、マグニチュード７程

度の地震も発生していることもあったそうで、津

波が発生した際の避難については、これまで以上

に迅速な対応が求められております。

また、最近では県でも陸奥湾を震源とする地震

についての情報を発信しており、内陸直下型の地

震では、津波が発生した場合、海岸から300メー

トルから600メートルの範囲で最大3.2メートルの

津波が来ることや、発生から僅か２分から８分で

津波の第１波が到達することが想定されるなどの

情報を発信しており、これまでの津波防災マップ

が適用されない部分が出てくるものと思われま

す。住民が自分の命を守る手段として、市として

も必要な情報を住民に提供することや、地域の防

災力強化のため、今回の地震についてどういった

対応をしているのでしょうか。

そこで、質問は、最近頻発する陸奥湾を震源と

する地震への対応と見解についてお伺いいたしま

す。

以上、壇上からの質問を終わります。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 杉浦議員のご質問にお答えい

たします。

まず、地域おこし協力隊についてのご質問につ

きましては担当部長から、行政の窓口業務につい

てのご質問につきましては、副市長からの答弁と

させていただきます。

次に、地震対策についてのご質問、最近頻発す

る陸奥湾を震源とする地震への対応と見解につい

てお答えいたします。市といたしましては、まず

陸奥湾内を震源とする地震を含めまして、地震に

対する基本的な対応は共通であるということを市

民の皆様にご認識いただきたいと考えておりま

す。日頃から地震に備えた適切な行動を身につけ

ていただくことが何よりも重要であり、一例とし

て災害備蓄品の用意や避難経路の確認、各種防災

訓練への参加など、災害時に適切に行動できるよ

うな防災意識の向上を図ることが市民の皆様一人

一人の命を守るために不可欠であると認識してお

ります。

こうした考えの下、去る11月15日に実施された

県下一斉のシェイクアウト訓練の際には、市内に

緊急速報メールを発出し、訓練参加を促す取組に
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加え、市役所本庁舎及び分庁舎でも職員を対象と

した地震対応訓練を行うなど、地震に備えた取組

を進めております。

なお、当地域が直面する様々なリスクに対しま

しては、行政だけではなく、地域団体、企業及び

市民の皆様との連携も重要になるものと認識して

おり、自助、共助、公助の取組の強化を図りつつ、

地域全体で強固な防災減災の体制を築いてまいり

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 吉田副市長。

〇副市長（吉田 真） 杉浦議員のご質問にお答え

いたします。

まず、行政の窓口業務についてのご質問の１点

目、カスタマーハラスメント対策についてお答え

いたします。昨今ＳＮＳ上などにおいて個人を誹

謗中傷する内容が個人名とともに書き込まれるカ

スタマーハラスメントの事例が、民間企業や地方

公共団体を問わず全国的に見受けられておりま

す。しかしながら、当市役所におきましては、現

時点でカスタマーハラスメントに該当する案件は

認知してございません。

また、カスタマーハラスメントを防ぐための条

例の制定に関しましては、現在全国で東京都と北

海道のみが関係する条例を制定しており、それぞ

れ来年４月の施行に向けて準備を進めている状況

にあります。

市といたしましては、まずは当市における状況、

さらには他地域の動向について研究してまいりた

いと考えております。

次に、ご質問の２点目、窓口相談の対応につい

てでありますが、相談対応での行き違いを回避す

るために、市民の皆様が来庁された際に、相談内

容を録音してはどうかにつきましては、相談され

る方が相談内容の録音を必要とするかどうか、ま

た全ての窓口に録音機能を導入するための費用対

効果など、幾つかの課題がございますので、今後

慎重に検討してまいりたいと考えております。

あわせて、窓口相談における行き違い防止に向

けて、分かりやすい説明の徹底、記録の明確化、

複数の職員での対応などを通じ、職員一人一人が

これまで以上に相談される方に寄り添った丁寧な

対応を心がけてまいりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） 地域おこし協力隊に

ついてのご質問の１点目、活動実績と今後の課題

についてお答えいたします。

市では、川内、脇野沢地区において、地域資源

を活用した体験アクティビティーの開発や地元の

方と連携したイベントの開催などを通じ、地域活

性化を図るため、令和３年度から地域おこし協力

隊員を設置しております。

地域おこし協力隊の活動は多岐にわたり、例え

ば川内地区では青森県出身のアーティストＧＯＭ

Ａさんの展示会、脇野沢地区では親子でイルカウ

オッチングなどといった地域ににぎわいをもたら

す様々な事業を実施しております。

これまでの活動実績につきましては、令和３年

度が川内地区で３事業、令和４年度はむつ地区で

１事業、川内地区で８事業、脇野沢地区で１事業

の合計10事業を実施しております。

また、令和５年度は先ほど議員からもお話があ

りましたけれども、川内地区で７事業、脇野沢地

区で２事業の合計９事業となっておりまして、今

年度は現在のところ川内地区で３事業、脇野沢地

区で１事業、むつ、川内、脇野沢地区の広域で１

事業の合計５事業を実施しております。

このほかにも、川内、脇野沢地区の情報誌「し

ぇるメール」の発行や、地域の清掃活動、イベン

トへの協力など、積極的に地域の活動に参画し、

地域の活性化に取り組んでいるところでございま

す。



- 31 -

次に、今後の課題につきましては、地域おこし

協力隊の効果をほかの活動にも広げていくことだ

というふうに考えております。地域おこし協力隊

の活動を効果的にするためには、隊員を支え、共

に活動する地域の方々や団体などといった地域の

受皿が必要でありますので、各地区の団体等とコ

ミュニケーションを図りながら、受入体制の強化

を図る必要があると考えております。

地域おこし協力隊は、地域の活性化だけではな

く、地域への定住、そして起業、創業にもつなが

るものでありまして、人口減少が進む中、地域課

題の解決に効果的であることから、現在各地区へ

の隊員の配置や新たな分野への活用などについ

て、地域の受皿も含めて検討を進めているところ

でありますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、ご質問の２点目、定住支援策についてで

ありますが、地域おこし協力隊員が任期終了後に

起業、事業承継をする場合や、引き続き定住する

ために空き家を改修する場合、市が負担した経費

の一部について国が財政措置をする制度がござい

ます。また、市独自の取組といたしましては、空

き家・空き地バンクを公開するとともに、空き家

の購入費用等について、50万円を上限に補助する

空家等利活用推進事業費補助金制度も設けており

ます。そのほかにも起業に係る国の制度等の紹介

や生活情報の提供など、任期を終えた隊員の当市

での新たなチャレンジや生活を支援してまいりま

すので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） それでは、順次再質問いたし

ます。

まずは地域おこし協力隊についての１点目、活

動実績と今後の課題についてですけれども、以前

この地域おこし協力隊について、村中浩明議員が

むつ市議会第256回定例会で一般質問をしており

ます。その際、市のほうから活動エリアの拡大も

検討してまいりたいというふうなことで答弁をい

ただいていたと思います。今回もその文言が入っ

ていたかと思うのですけれども、去年もそのよう

な形で答弁されていました。だけれども、今年実

施されていなく、そして今回もそういった答弁が

されているということで、これは来年度からこの

活動エリアの拡大というのは考えているのかどう

か。今現状、西通地区での活動がメインです。や

はり大畑地区、そういったところでの活動も視野

に展開していただければなと考えているのですけ

れども、そちらの答弁のほうをよろしくお願いし

ます。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

活動が実施に至っていないというようなご指摘

でございますけれども、これにつきましては、ど

のような分野やエリアで地域おこし協力隊員が活

用できるかという検討を重ねてまいりまして、本

年度は本年７月から観光物産振興によるインバウ

ンド旅行客を呼び込むことを目的に、しもきたＴ

ＡＢＩあしすとにおいて、体験プログラム・観光

ツアーイベント企画運営、物産振興事業の企画運

営、各種ＤＭＯ用務を活動内容とした地域おこし

協力隊員の募集を行ったのでありますけれども、

今のところ応募者がおらず、配置には至っていな

いような状況でございます。

また、川内、脇野沢地区以外での地域おこし協

力隊の活用につきましても、現在検討していると

ころでございますので、ご理解賜りたいと存じま

す。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） 今答弁いただいた部分ですけ

れども、村中浩明議員が質問したむつ市議会第

256回定例会の答弁では、今後は活動エリアの拡

大や実施事業の拡大を視野に入れ、そのために必

要となる協力隊員の増員に対して検討してまいり
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たい、このように答弁がありました。

今インバウンド向けの何とかというふうな話を

しましたよね。そこについての地域おこし協力隊

の増員の部分は、これは実施事業の拡大だと思う

のです。そのほかに活動エリアの拡大というふう

なことも答弁されております。

この実施事業の拡大は、来年度から一応やって

いくことで、もうほぼ決まっていると。ただ、募

集はかけているけれども、人が来ていない、そう

いった現状ですよね。でも活動エリアの拡大につ

いては、去年答弁して、まだ見通しすら立ってい

ないというふうなことなのですけれども、この見

通しの立たない理由といたしましては、やはり私

が求めます協力隊の地元受入れですよね。例えば

大畑地区のほうで協力隊員に地域活動をさせた

い、その受入団体のほうも含めて、なかなかそこ

の該当するところが決まらないから、活動エリア

の拡大に広がらないのか、その辺の部分をお聞き

したいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

先ほど答弁の中にもありましたけれども、まず

地域の受皿というところが大事でございまして、

地域おこしというのは、何かテーマとか目的のた

めに集まった市民の皆様で行われるものだという

ふうに認識しておりまして、これが地域の受皿で

はないかと思います。

地域おこし協力隊員の事業といいますのは、こ

の地域の受皿の支援をするものだというふうに認

識しておりまして、現在のところ、しもきたＴＡ

ＢＩあしすとさんでそういうものをしたいという

ことで、ではそういう支援が必要ですねというこ

とで事業を進めておりまして、もちろん他の地域

でもこういうことをしたいというようなお話があ

れば、それは支援の必要がありますので、この募

集というのもこれから進んでいくのかと思います

けれども、そのために例えば今脇野沢では、わき

のさわ「夢」プロジェクトと題しまして、市民の

皆さんのお話を市長自らお伺いしたりとか、そう

いうところで地域の声を聞きながら進めていると

ころでございます。

そういった形で、今後市民の活動を支援したり

とか、その活動の手助けや起爆剤というところで

この地域おこし協力隊員を活用するというところ

は、場面として出てくると認識しております。そ

の上で、脇野沢地区の活動実績が少ないというと

ころでございますけれども、今申しましたとおり

各地区の課題の把握、またその解決については、

その地区の方々や団体の皆様と連携した取組が効

果的だと考えておりますので、それらの皆様とコ

ミュニケーションを図りながら、地域おこし協力

隊員の受入体制の強化、また配置について検討し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解賜り

たいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） ちょうど今部長が最後に答弁

した部分、私今再質問しようと思っていたら、先

に答弁いただきましたので、実際川内地区と脇野

沢地区、イベントが件数的にもどうしても強弱、

差が出ているというふうなことで、この結果につ

いてどういうふうな形で解決するべきかというふ

うなことで質問しようと思っていました。そうし

たら、もう先に意思疎通ができていたのか、答弁

いただきましたので、ちょっとこの再質問はやめ

させていただくのですけれども。

結果として、実際に2023年度、全部で９件の主

催事業がありました。川内７件、脇野沢２件なの

ですけれども、これ川内地区で行っているイベン

トを見ますと、これ斬新なイベントで、私はすご

く興味を持ったのです。実は私、お酒もあまり飲

みませんし、音楽とかそういった芸術的なセンス

が全くゼロでございますので、音楽とかも全然聞
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かないのですけれども、下北ワインとジャズの夕

べというので、これ２年連続で開催しているイベ

ントみたいで、人気のイベントだと。私これ見た

ときに、すごい、ああ、こういったこともやって

いるのだと。また、企画展ということで「畑マタ

ギ展～熊を撃ち、山をつなぐ～」、これとかも特

別座談会とかも実施していると。また、今度イベ

ント等をいろいろやって、例えばむつ川内ホタテ

フェスティバル、来場者1,000人。これすごいで

すよね、来場者1,000人というのは。なかなかそ

うやれるイベントではないので。こういった形で

川内地区では非常に目を引くイベント、斬新なイ

ベントをやっているのですけれども。

では、脇野沢で行っているイベントはどうなの

かといいますと、先ほど部長も話ししていました

親子でイルカウオッチング、これは去年は２回開

催したそうなのですけれども、２回とも船が欠航

して、どちらも陸からの観察となったということ

で、これはどうしても仕方ない部分はあるのかな

と思うのですけれども。

もう一点です、脇野沢の食育事業。これ概要を

ちょっと今話をさせていただくと、「11月中旬か

ら下旬にかけて下北の魚を使った食育事業を脇野

沢で実施した。参加者のこどもたちが、むつ管内

で料理関係の商売をしている講師の方からレクチ

ャーを受けて、魚を三枚おろしにしたり、骨を抜

いたりして、おすしやしゃぶしゃぶを作った」と

ありますけれども、これ脇野沢の特徴が何も入っ

ていないのです。こういうふうなところがどうし

ても、川内に拠点を置いているから、脇野沢地区

で行う事業と川内で行う事業に差が出ているので

はないかというふうなことで、私のほう話をして

おります。

この部分についても、やはり先ほど部長が答弁

されております、その地域のコミュニケーション

等の部分を今後やっていく必要性がある。そこで

解決していくのか、それとも今現状、こういった

形で差が出ているのはどこに問題点があるのか、

ちょっとそちらのほうをお聞きしたいと思いま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

先ほども申し上げましたけれども、やはり市民

の皆さんのやりたいことであったり、希望するも

のであったり、地域の誇れるものであったりとい

うのがどういうことなのかというところを、まず

は地域おこし協力隊員もそうですけれども、市の

ほうとしても認識していく必要がありまして、そ

ういったものを市民の皆さんと共有しつつ、地域

の皆さんと共有しつつ、何が必要かということに

ついてしっかりと対話していくことが必要なので

はないかと思っております。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） 部長、そのとおりです。やは

りこの脇野沢の食育事業のイベントは、脇野沢地

域の人たちとコミュニケーションを取って行った

事業なのかなというふうなのがもう完全に、そこ

に該当していくと思っております。なので、今言

った部分を実践していくためにも、やはり地域で

の受入団体のほうを整備していくというふうなの

が必要となると思います。

答弁のほうでも、一応私が提案した部分につい

ては、前向きなのかどうかは抜きにしても、一応

検討していきたいというふうなことでは話をいた

だきましたので、やはり地域の特色を生かしたイ

ベント、そこに地域住民が入っていくためにも、

地域で協力隊員を受け入れる、その整備というふ

うなのは必要だと思っておりますので、ぜひとも

その部分については前向きに何とか検討していた

だければと思います。

来年度からしもきたＴＡＢＩあしすとさんが中

心となって新たな観光団体を設立すると聞いてお
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りますけれども、この観光団体の部分において、

地域の観光協会が吸収合併して設立される団体だ

というふうに私聞いております。実際に市内では

川内と脇野沢の観光協会が解散して、この新たな

団体のほうに吸収合併されるということなのです

けれども、今現状、脇野沢地区ではイベントの開

催の部分に関しては、脇野沢庁舎と脇野沢観光協

会が協力してイベントを行っております。川内地

区は、基本的に地域おこし協力隊の方々が企画運

営してイベントをやってくれているのですけれど

も、脇野沢地区の現状は、今そういった現状であ

ります。

ただ、この新たな団体が設立されて、来年の３

月で脇野沢の観光協会がなくなりますので、そう

するとイベントの開催について、脇野沢庁舎のほ

うに、より一層負担がかかっていく形になります。

なので、そういった職員負担の軽減のためにも、

脇野沢地区にある団体、実際に観光協会の中の部

門で、例えば焼干ラーメンをイベントで販売する

グループは、今回この観光協会が消滅するに当た

って、新たに自分たちで団体のほうを任意で立ち

上げて活動していくというふうなことで、今現時

点では動いております。なので、実際にはそうい

った任意団体の部分も地域で活動をしていく形で

今検討はしております。

また、そのほかの団体等もいろいろあります。

なので、そういったところとできるだけコミュニ

ケーションを取って、まずは地域おこし協力隊員

を脇野沢で受け入れるような環境のほう、ぜひと

も市のほうも協力して整備していただければ、そ

うすれば今回のような地域差でどうしても活動の

差が、強弱が出るというふうなことは絶対回避さ

れると思いますので、何とかそういったところで

ご検討のほうをしていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

それでは、２点目の定住支援策について再質問

いたします。任期終了後の起業の部分については、

隊員１人100万円を上限に財政措置される制度が

あるというふうなことで答弁もされておりました

けれども、どうしても任期が終わってすぐ起業と

いうふうな形のケースというのは、そうそう多い

わけではないと思うのです。例えば任期３年務め

ました、地域に愛着が湧いて、本来であれば定住

定着したいのだけれども、なかなかその生活の部

分で不安だというふうなことで、市のほうでは、

行政側としては、例えばそういった残りたい人に

対しての就職のあっせんや紹介、そういった部分

の制度というのはあるのかどうか。もしないので

あれば、今回私のほうで今提案しますので、今後

そういった部分の創設について考えることはある

のか、そちらのほうをお聞きしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

再就職のための支援というのは、地域おこし協

力隊員というその活動の性格、地域の中に入って

いって、地域の活動を支援するというところから

すると、例えばご自分で起業したりとか創業した

りとかというところをメインに考えており、単に

定住とかそういうところでは今のところは考えて

おりませんので、就職のあっせんとかそういうと

ころについては行っておりません。

ただ、先ほど申しましたとおり、もし活動を続

けていきたいということであれば、それを支援す

るために、例えば住居であるとか、国の制度を活

用した起業支援であるとか、費用の面で支援する

ことは可能だというふうに思っておりますし、今

のところそういう方というのはいらっしゃいませ

んけれども、今後もそれは実施していけるのかな

というふうに考えてございます。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） 分かりました。この就職のあ
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っせんや紹介の部分については、本来の目的の部

分から、やっていないし、今後もここの部分を創

設するのは考えてはいないみたいな形だったの

で、その部分については、どうしても地域おこし

協力隊の本来の目的とかいろいろあると思いま

す。もし協力隊員の方々がそういった希望を出し

た場合には、ぜひ検討していただければと思いま

す。

何よりこの協力隊員の方々が地域で活動するに

当たって、自由に活動でき、そして地域とのコミ

ュニケーションを取りながら地域が発展していく

ような形というふうなのは、今後もまだまだいろ

いろ議論していく余地はあると思いますので、ぜ

ひとも今後もそちらのほうはご検討いただいて、

地域おこし協力隊を今後ずっと制度として活用で

きるよう、何とかお願いしたいと思います。

それでは、２点目の行政の窓口業務についての

再質問、１点目のカスタマーハラスメントについ

てなのですけれども、こちらのほうは再質問では

なく、要望をして終わりたいと思います。

先ほど答弁では、カスハラ被害のほうは報告さ

れていないといった回答でありました。ただ、実

際に職員が被害に遭っていたとしても、詳しい聞

き取り調査等いろいろあると思うのです。もしこ

のカスハラ被害のほうを報告した場合、詳しい聞

き取り調査等があると思うので、そういったこと

による煩わしさから泣き寝入りしているケースも

もしかしたらあるのかもしれません。ぜひとも職

員を守る部分でもありますので、この就業環境を

整備する観点からも、今後は条例の制定、あとは

ルールづくり、例えば北海道のほうでは、このカ

スハラ防止啓発、こういったのも行政側のほうで

行っております。どういった行動がカスハラにな

るのか、具体的内容で分かりやすく掲示している

といったケースもありますので、今後行政側のほ

うでも何らかの対策を行っていただくよう、よろ

しくお願いいたします。

それでは、２点目の窓口相談についてですけれ

ども、こちらのほうは再質問させていただきます。

録音の部分についてです。幾つかの課題がある、

そしてその課題がある中で慎重に検討してまいり

たいというふうなことで答弁ありました。この幾

つかの課題についてです。録音を導入するに当た

って、この幾つかの課題で一番障害となる部分は

何になるのか、そちらのほうをお聞きしたいと思

います。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（吉田由佳子） お答えいたします。

市では、不当要求行為等対応マニュアルを策定

しておりまして、不当要求行為への対策として録

音するということについては有効であるというふ

うに考えております。

一方、議員ご質問の行き違いの防止等のための

録音ということになりますと、対面で録音された

状況で相談するということにお客様のほうで抵抗

感がないかどうかですとか、また都度都度その録

音の必要性を確認されることの煩わしさですと

か、また行き違いを防止するということになりま

すと、本庁舎、分庁舎、それから上下水道局など、

多くの窓口に設置が必要となりますことから、そ

れによる費用対効果などの検討が必要だというふ

うに考えております。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） 私も先ほどから申していると

おり、あくまでも相談者の了解を得て録音してい

くというふうなことを導入したらいいのではない

のかと言っております。費用対効果の部分という

ふうなことを言われますと、なかなか私もそこに

対してはいろいろと反論はできないのですけれど

も、でも今現在、この録音の部分について、市で

は市役所への電話については、通話は録音してお

りますよね。だけれども、対面での部分について、
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了解を得てでも録音する、その部分を採用できな

いのはなぜなのか。なぜ電話では通話の録音をし

ているのか、こちらの理由のほうをお聞きしたい

と思います。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（吉田由佳子） 電話の通話録音機能の

導入につきましては、職員に対する暴言や理不尽

な要求及び業務に関係のない勧誘電話等の抑制の

ほか、職員の電話応対の質の向上を目的に導入し

たところでございます。

繰り返しとなりますけれども、相談窓口への録

音機能の導入ということにつきましては、先ほど

答弁でありましたような課題の検討が必要と考え

ておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） 分かりました。これ以上質問

しても、多分平行線になると思うので、この辺で

再質問のほうを取りあえず終わりたいとは思うの

ですが、ただ実際にこの言った、言わないの部分

での相談というのは、実は私結構多いのです。多

分議員の方々でも、この類いの相談というのはそ

こそこあると思うのです。我々とすれば、そうい

った部分を解決するためにも、録音があれば、正

確性の部分においては、やはり担保されるもので

あるので、絶対必要だと思います。やはり相談者

の人も、「自分はこう言ったのだけれどもな」、

そこの部分を確認できれば、なおさらその方も相

談した部分において、「私言っているんだよね」

と、「何で対応できないのかな」というふうなこ

とで、やはり解決に導いていくものでもあると思

っておりますので、何とか越えなければいけない

ハードルを越えてでも、この録音の部分について

はぜひ前向きに今後検討していただきたいと思っ

ております。

それでは、３点目の地震対策についてお伺いい

たします。市長からも答弁ありました陸奥湾を震

源とする地震への対応と見解ということで、こち

らの対応、例えば避難する部分については全ての

地震においては共通であるよというふうなことで

話をしていました。ただ、実際に津波防災マップ

ありますよね、これは全ての地震を想定した中で

の避難の計画の部分とか、マップの部分を表示し

ていると思うのですけれども、実際に陸奥湾を震

源とする地震が起きた津波の場合というのは、ほ

とんどあれ、私は該当しないと思っているのです。

実際に県のほうで情報を流しておりましたけれ

ども、津波の到達が２分から８分でしたか。発生

から僅か２分から８分で津波の第１波が到達する

ことが予想される。だけれども、津波防災マップ

の、例えば脇野沢の部分とかでは、これ以上の時

間を掲載しているものもあります。やはり防災マ

ップのほうを見て行動される方もいると思うの

で、この部分について正確な情報に書き換えてい

かなければいけないと思うのですけれども、そう

いった部分についての変更を今後考えているのか

どうか、そちらのほうをお聞きしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 議員おっしゃるとおり、陸奥

湾を震源とする地震につきましても対応が必要で

あると認識しておりますけれども、去る11月27日

に実施されました青森県知事の記者会見によりま

すと、詳細なデータや科学的知見に基づく専門家

の見解といたしまして、狭い範囲の地震活動にと

どまっており、顕著な地殻変動は確認されていな

いことから、現時点で取り立てて心配なところで

はなく、通常の地震活動の一部であるというふう

な見解がございますので、今後も国や県の専門機

関の動向を注視しながら、最新の知見を、また情

報収集を活用しながら、市民の安全安心を確保す

るための必要な対策を講じてまいりたいと考えて

おります。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。
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〇２番（杉浦弘樹） では、今回の地震について、

市では独自にこの地震の原因とか、専門的なとこ

ろからの情報などは得ているのかどうか、そちら

のほうをお聞きしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） お答えいたしま

す。

地震に関する専門的な調査や分析につきまして

は、国や県の専門機関が実施しており、市といた

しましては、それらの機関から提供される情報や

データを基に地震、津波の被害想定の把握や各種

防災計画の見直しなどに取り組んでございます。

とりわけ陸奥湾を震源とする地震につきまして

も、去る11月27日に実施されました青森県知事の

記者会見により詳細なデータや科学的知見に基づ

く専門家の見解として、市長の答弁の繰り返しに

なりますが、狭い範囲の地震活動にとどまってお

り、顕著な地殻変動は確認されていないことから、

現時点では取り立てて心配なところはなく、通常

の地震活動の一部である旨の評価が示されたとこ

ろでございます。

今後も国や県の専門機関の動向を注視し、最新

の知見や情報を適切に収集、活用しながら、市民

の皆様の安全安心を確保するために必要な対策を

講じてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） 今回の陸奥湾を震源とする地

震について、もし津波が来た場合、私の母はどち

らかといえば足が悪いので、２分から８分で津波

が到達するのだったら、絶対自分は逃げられない

なというふうなことで話をしています。そのとき

に私がいれば、母をおぶってでも、担いででも走

って逃げるのですけれども、私も市議会議員でご

ざいますので、どうしても家を空けることも多々

あります。そうなると、そのいないときに地震が

起きた場合、多分うちの母は助からない可能性が

あるのかなというので、正直複雑な思いでいるの

です。だからこそ、やはり地震が起きた際の津波

の部分での現状の予想、こういった部分は情報が

公開されて、更新をしなければいけない場合に関

しては、すぐにでもやはりしていただいて、正確

な情報を市民のほうに提供していただければ、そ

こについて地域住民、ましてや個人もそうなので

すけれども、何らかの対応をさらに考えていくき

っかけになると思いますので、何とかその辺、ご

対応のほうをよろしくお願い申し上げまして、私

の一般質問を終わりたいと思います。ありがとう

ございました。

〇議長（冨岡幸夫） これで杉浦弘樹議員の質問を

終わります。

ここで、昼食のため午後１時10分まで休憩いた

します。

午前１１時５５分 休憩

午後 １時１０分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎櫻田秀夫議員

〇議長（冨岡幸夫） 次は、櫻田秀夫議員の登壇を

求めます。６番櫻田秀夫議員。

（６番 櫻田秀夫議員登壇）

〇６番（櫻田秀夫） こんにちは。公明党、公明・

自由会派の櫻田秀夫です。むつ市議会第262回定

例会に当たり、通告に従い一般質問させていただ

きます。市長をはじめ理事者の皆様には、簡潔明

瞭、誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。

質問の１項目め、子育て支援について質問いた

します。子育て支援アプリ「母子モ」の利用状況

と今後の課題についてお伺いいたします。子育て
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支援をさらに充実させる取組として、子育て支援

アプリ「母子モ」についてお話しさせていただき

ます。「母子モ」は、予防接種の予約や成長記録、

地域の育児情報の提供などを通じて、育児にまつ

わる負担を軽減し、家族で情報を共有することで

育児の分担を促進するアプリです。このアプリの

ロゴは、厳しい環境下で協力して子育てを行う親

子のペンギンをモチーフとし、利用者にも同じよ

うに家族で支え合いながら子育てを楽しんでいた

だきたいという思いが込められています。

山口県山口市の具体的な効果として、オンライ

ン申請率は約97％に達し、自治体側でも業務の効

率化が進んでいます。また、総合相談窓口「山口

市こども家庭センター」をオープンし、保護者の

負担軽減と業務効率化を実現しています。また、

庄原市では、庄原ほのぼのネットアプリを導入し、

乳幼児健診のデジタル化を進めることで、問診票

記載の負担軽減やデータ管理の効率化を図ってい

ます。

「母子モ」は、育児を楽しみやすくするために

設計されたアプリです。予防接種の予約、成長記

録、地域の育児情報の共有など、育児の面倒やリ

スクを軽減し、情報を家族で共有することで育児

を分担できるサービスとなっております。

このように、子育て支援アプリ「母子モ」の導

入は保護者の利便性向上だけでなく、自治体の業

務効率化にも大きな効果をもたらしております。

そこで、１点目、ゼロ歳から３歳までの当市の

登録者数について、２点目、年代別登録者数につ

いて、３点目、現在登録している方のきっかけ、

どのようなきっかけで登録していただいたのか、

４点目、運営に当たっての課題についてお伺いい

たします。

２項目め、食育推進に向けた取組についてお伺

いいたします。食育とは、食に関する知識や技能

を学び、健康的な食生活を実践するための教育で

す。具体的には、バランスの取れた食事、地域の

食材の大切さ、食文化の理解などを含みます。食

育は、幼少期から大人まで、全ての世代に対して

行われ、健康の維持増進、地域経済の活性化、環

境保護などに寄与します。学校や家庭、地域での

活動を通じて、食に関する正しい知識を広め、食

を楽しみながら健康的な生活を送ることだと思い

ますが、そこで質問の１点目、こどもの食育推進

についての市長のご見解をお伺いいたします。

２点目、当市におけるこどもの食育推進の取組、

今後の方向性についてお伺いいたします。

次に、教育行政について質問いたします。質問

の１項目めは、インクルーシブ教育の現状と課題

についてお伺いいたします。今年の10月には、金

谷公園に待望のインクルーシブ遊具が整備され、

身近で未就学児を持つ保護者の方より喜びの声を

いただきました。こうした遊具は、全てを包み込

むという意味の英語から、インクルーシブ遊具と

呼ばれ、全国の自治体が整備を進めており、障が

いの有無にかかわらず、こどもたちが一緒に遊べ

るよう工夫された遊具となっております。

金谷公園では、花のような形をした回転遊具や、

車椅子に乗ったまま遊べるよう、地面から70セン

チメートルほどの高さに造られたテーブル状の砂

場や、靴を脱いで裸足で自由に走ることのできる

遊び場など、こどもたちのニーズに適用した遊び

場であり、成長過程において大切な体験型の学び

やであると認識しております。

インクルーシブ教育において、横のつながり、

いわゆる同世代との交流、コミュニケーションが

重要と考えます。交流籍制度を活用した取組は、

多様な学びの場を提供し、学生の社会的スキルを

向上させることを目指しています。この制度は、

異なる学校や地域の学生が一時的に籍を置くこと

で、異なる文化や価値観を理解し、共感力を養う

機会を提供します。



- 39 -

また、交流籍制度を通じて、学生は新しい環境

に適応する力や問題解決能力を身につけることが

できます。この取組は、学生一人一人の成長を促

し、より包括的な学校環境を実現するための重要

な手段となっています。さらに交流籍制度は、学

校間の連携を強化し、教育の質を向上させる効果

も期待されております。

このように、インクルーシブ教育における交流

籍制度の活用は、学生の多様な成長を支えるため

の有効な手段となっております。

そこで、当市における交流籍制度による居住地

校交流を実施している学校について、１点目お伺

いいたします。２点目、対応する教職員の専門性

について、３点目、教育現場においての課題につ

いてお伺いいたします。

次に、２項目め、教育改革（午前５時間制）に

ついてお伺いいたします。1980年度（昭和55年）

に始まったゆとり教育は、自ら考え、正しく判断

できる力を持つ児童・生徒の育成を目指し、道徳

教育や体育を重視し、カリキュラムの精査と授業

時間の削減が行われました。1992年（平成４年）

には、社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間

の育成を掲げ、個性を重視した教育、幼稚園から

中学校教育までの一貫性、体験的な学習や問題解

決的な学習を導入しました。2002年度（平成14年）

には自ら学び、自ら考えるなどの「生きる力を育

む」をテーマに、年間授業時数の縮減（年間70単

位時間）や完全学校週５日制が採用されました。

これらのゆとり教育は、時代ごとに異なる特徴を

持ち、自らを重要視する点で共通しています。

当時のこどもたちは受け身で、自分の考えを表

現することが難しかったと言えます。ゆとり教育

の背景には、詰め込み型教育への反省があります。

多くの生徒が学習内容に、ついていけない状況に

対処するため、個性重視や生涯学習、国際化、情

報化への対応が重視されました。さらに、不登校

やいじめ、非行、自殺といった社会問題への対策

としても期待されました。

2006年（平成18年）には、教育基本法が改正さ

れ、2008年（平成20年）には新たな学習指導要領

が告示されました。この指導要領では、生きる力

の育成、知識、技能の習得とともに、思考力、判

断力、表現力のバランスを重視し、授業時数が増

加されました。道徳教育や体育などの充実を図り、

豊かな心と健やかな体を育成しました。小・中学

校では、授業時数の実質10％程度の増加や、小学

校高学年の外国語活動、総合的な学習時間の削減、

言語活動や理数教育の充実、保健体育での武道必

修化が行われました。これにより、脱ゆとり教育

と呼ばれる改革が実施されました。生きる力とは、

自分で課題を見つけ、行動し、問題を解決する力、

他人と協調し、思いやる心のある豊かな人間性、

たくましく生きるための健康や体力から成る力を

指します。

2010年の学習指導要領の基本的な考え方は、

2020年の教育改革にも受け継がれ、知識の習得だ

けでなく、その活用方法にも重点が置かれました。

2020年には、新たな学習指導要領が全面実施さ

れ、小学生のプログラミング教育や小学３年生か

らの英語授業の導入、アクティブ・ラーニングの

導入などが含まれました。これにより、教員の授

業進行方法の見直しや生徒同士の対話的学習が進

められ、学習の仕方自体が変化しております。

アクティブ・ラーニングとは、生徒が能動的に

学習プロセスに参加する手法で、グループディス

カッションやディベートなどが一般的です。これ

は、生徒が考え、積極的に授業に参加することで

確かな学習効果を得ることを目的としています。

学習内容よりも学び方に焦点が当たっており、主

体的な学習が重視されています。時代の変化に伴

い、教育体系が深化してまいりました。

そこで、当市においても少子化に伴う歴史ある
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学校の閉校に伴う統合や職員の人材不足等の現状

を踏まえ、質問の１点目、職員の働き方の現状に

ついて、２点目、午前５時間授業の取組導入につ

いてお伺いいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 櫻田議員のご質問にお答えい

たします。

まず、子育て支援についてのご質問の１点目、

子育て支援アプリ「母子モ」の利用状況と今後の

課題につきましては、担当部長からの答弁とさせ

ていただきます。

次に、ご質問の２点目、未就学児の食育につい

てお答えいたします。食育とは、健康的な食の在

り方を考えるとともに、様々な経験を通じて健全

な食生活を実践できる力を育むことです。当市に

おきましては、未就学児の健康課題が多いことか

ら、主に健康づくりの視点から食育推進の取組を

実施しております。

具体的には、栄養や口腔ケアに関する正しい知

識を提供し、保護者の方の不安を軽減するため、

離乳食教室、乳幼児健診、母子健康教室において、

栄養状態や生活習慣に関する助言指導を行ってお

ります。

また、保育施設や子育て支援センターにおいて

元気教室を開催し、バランスのよい食事の講話や

食育についてのお便りの配付等を実施しており、

乳幼児期から健康に関心を持ち、ご家庭で実践し

ていただけるよう取り組んでおります。

乳幼児期からの食育を通じて健康な状態を維持

できるよう取り組んでいくことは、生涯の健康と

健康寿命の延伸につながっていくものであると認

識しております。

今後におきましても、乳幼児の健やかな成長、

発達、歯の健康等、乳幼児の健康づくりの視点を

含め、ご家庭や保育施設における食育の重要性を

啓発し、食育をさらに推進してまいりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

（阿部謙一教育長登壇）

〇教育長（阿部謙一） 櫻田議員の教育行政につい

てのご質問の１点目、インクルーシブ教育の現状

と課題についてお答えいたします。

インクルーシブ教育は、障がいの有無にかかわ

らず、全てのこどもが同じ場で共に学ぶ教育であ

り、障がいのあるこどもが地域社会の一員として

豊かに生きるために、可能な限り共に学ぶことが

できるよう配慮し、その充実を図ることが重要で

あると認識いたしております。

市内各小・中学校におきましても、インクルー

シブ教育の理念を基盤として教育活動が日々展開

されており、具体的には特別支援学級の児童・生

徒が必要な支援を受けながら、通常学級で共に学

習することが日常的に行われております。

また、授業のユニバーサルデザイン化を取り入

れ、障がいの有無にかかわらず、全てのこどもが

学びの充実感を得るための授業改善も進められて

おります。

これらの取組により、多様性を認め合い、共に

成長していこうという学級、学校集団の雰囲気が

醸成されておりますが、同じ空間で授業を受ける

だけでは交流や相互理解が十分に進むとは限りま

せん。様々な障がいを持ったこどもを含め、一人

一人に適した指導が必要であり、教員の専門性を

さらに高めることが求められていると認識いたし

ております。

さらに、特別支援学校の児童・生徒が自身が住

んでいる地域の小・中学校に交流籍と呼ばれる学

籍を置いて居住地校交流を行う交流籍制度を推進

しており、交流している児童・生徒数は、令和４

年度及び令和５年度は各15名、令和６年度は26名
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となっております。

また、スクールカウンセラー、スクールサポー

ター等を学校へ配置し、児童・生徒の支援の充実

を図っておりますが、人材の確保が難しいという

課題もあります。

教育委員会といたしましては、今後も障がいの

有無にかかわらず、児童・生徒一人一人の可能性

を最大限に伸ばすことを目指すとともに、特別な

配慮が必要な児童・生徒への支援を一層充実させ

るよう努めてまいりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

次に、ご質問の２点目、校務改善並びに教育改

革（午前５時間制）についてお答えいたします。

校務改善につきましては、私どものほうで週１日

の定時退勤日、そして長期休業中には学校休業日

を設定しており、先生方の勤務の軽減を図ってお

ります。また、校務改善ソフト等の導入も行って

おり、こうした施策の結果、毎年度先生方の勤務

時間を超える在校等時間は確実に短縮されており

ます。特に中学校においては、ここ２年ほどは毎

年度10時間以上縮減が進んでおり、非常に喜ばし

く思っているところであります。

午前５時間制につきましては、文部科学省研究

開発学校の取組として研究されていることを承知

しており、教育委員会でもその情報を収集してい

るところであります。この制度の主なメリットと

しては、柔軟な教育課程を編成することができる

ほか、放課後の時間を生み出し、教職員が授業準

備や研修等に活用できる点などが考えられます。

一方、デメリットとしては、始業時刻が早くな

る、給食の開始時刻が遅くなるなど、児童・生徒

の負担が少なからずあることが考えられます。ま

た、当市におきましては、学区外通学の家庭や遠

方から通う教職員の時間的負担、そして下校時刻

が早まることによる放課後のこどもの居場所づく

りも大きな課題になるものと考えております。

日課表の作成は、校長の権限で行うことになっ

ており、毎年見直しが図られているものの、市内

で日常的に午前５時間授業を導入する小・中学校

がないことは、このような課題を考慮してのこと

だと考えております。

教育委員会といたしましては、現在市内一斉に

導入することは考えておりませんが、先進的に取

り組む全国の学校の動向を注視し、引き続き研究

してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 子どもみらい部長。

〇子どもみらい部長（菅原典子） 子育て支援につ

いてのご質問の１点目、子育て支援アプリ「母子

モ」の利用状況と今後の課題についてお答えいた

します。

まず、ゼロ歳から３歳のお子様がいらっしゃる

方の「母子モ」の登録数は611人となっておりま

す。また、「母子モ」を導入した令和２年度から

令和５年度までの登録者数の累計は、令和２年度

は604人、令和３年度799人、令和４年度984人、

令和５年度1,098人となっており、令和５年度の

年代別の登録者数につきましては、20代は227人、

30代541人、40代166人、50代以上19人、年齢未登

録の方が145人となっております。

なお、「母子モ」の周知につきましては、市の

ホームページや子育てガイドブックなどに掲載し

ているほか、妊娠届、出生届け時の窓口対応や、

母子保健事業の際にチラシをお渡しし、ご説明し

ております。

「母子モ」は、母子健康手帳と併用し、無料で

ご利用いただけるものとなっており、妊婦健診の

記録、お子様の身長、体重のグラフ化、予防接種

日のお知らせなど、子育てに必要な機能を備えて

いるほか、お子様の成長を写真や文章で残し、ご

家族と共有することが可能となっております。

そのほか、市からの情報発信として、乳幼児健
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診の日程やこども向け絵本の紹介記事などの定期

的な配信に加え、各種イベントの情報について随

時配信しております。

課題といたしましては、新規登録者数が減少傾

向にあることから、今後におきましては様々な場

面で周知を図り、子育て支援の一環として「母子

モ」の効果的な運用に努めてまいりたいと考えて

おりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ６番。

〇６番（櫻田秀夫） 丁寧なご答弁、ありがとうご

ざいます。

「母子モ」に関しては、再質問はないのですけ

れども、それでもここ数年増えて、今1,000人を

超えるということで、なおかつ年齢が30代の方が

一番多いということですね。結構僕も「むちゅぱ」

とか、公式ＬＩＮＥでも、こういう「母子モ」で

はないのですけれども、情報なんかもそうですし、

結構最新情報が速報で来ますよね。そういう点に

ついては、本当に頑張っていただいて、感謝申し

上げます。

今後の課題というのもあると思うのですけれど

も、全国で、今大体650以上の自治体で実施され

ております。個人情報の観点、そういった部分も

ありますし、様々な問題があると思うのですけれ

ども、これからもこの子育て支援に対する「母子

モ」の情報、特に「母子モ」でも、予防接種とい

うのは、すごく小さいお子さんが多いではないで

すか。そうなったときに、お母さんたちが、その

日程を管理するのが大変だという部分では、本当

に助かっていると思いますので、今後とも、また

推進のほうをよろしくお願いします。

続いて、食育推進に向けた取組についての再質

問させていただきます。保育施設等での保護者に

対しての情報提供、どのような形で市で行ってい

るのかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 子どもみらい部長。

〇子どもみらい部長（菅原典子） お答えいたしま

す。

市内の保育施設等では、毎月保護者へ配付する

給食の献立表で使用する食材をお知らせしており

ます。また、季節ごとの食材や料理にまつわる由

来、健康な体づくりに必要なことなどを併せて紹

介している施設もございます。

食育の支援につきましては、園児が育てて収穫

した野菜を使って調理をしたり、２か年をかけた

みそ造りやマナー教室を行うなど、施設それぞれ

で創意工夫しながら食育を行っていると伺ってい

ます。

市といたしましては、先ほども答弁いたしまし

たが、保育施設における元気教室等で食育につい

ての情報提供をしております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） ６番。

〇６番（櫻田秀夫） ありがとうございます。学校

給食とかむつ市で地場産の野菜とか果物を積極的

に取り入れて、こどもたちに栄養バランスの取れ

たものを提供しているかと思うのですけれども、

実際小学校、中学校となると市の管轄なので、給

食なんかで提供できる機会もあるのですが、未就

学のお子さんを対象とした食育というよりも、食

材のよさというものを実感してもらって、むつ市

の季節のおいしい旬の野菜、また魚介類なんかあ

りますけれども、そういったものを市として、こ

の物価高騰の大変な中、支援するのは難しいこと

だとは思うのですが、もし支援していただけるも

のであれば、ぜひお願いしたいなと思います。

では次、インクルーシブ教育の再質問をさせて

いただきます。インクルーシブ教育で通常学級に

在籍する発達障がいの学びを保障することが重要

になっておりますが、一つの方法として、先ほど

教育長の答弁でもありました授業のユニバーサル

デザインというのが注目されておりますが、この
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授業のユニバーサルデザインとはどういうものな

のかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

授業のユニバーサルデザイン化とは、障害者の

権利に関する条約において定義されているユニバ

ーサルデザインの考え方を取り入れ、学力の優劣

や発達障がい等の有無にかかわらず、全てのこど

もが楽しく学び合い、分かり、できるように工夫、

改善された通常学級における授業のことを指して

おります。発達障がい等の特性を有するこどもに

とっては、なくてはならない支援であり、そのほ

かの周囲のこどもにとっては、あると便利な支援

となります。

一例を申し上げれば、参加、活動のための工夫

があります。掲示、音、目に入る人の動きなど、

集中の妨げになる教室内の刺激をある程度制限

し、それによって授業に集中させるようにします。

さらに詳しく申し上げると、学校でそれまで学ん

でいたものを掲示物として黒板の周り、廊下の壁、

後ろのほうに貼って、こどもたちが授業でつまず

いたときに助けにする、そのようなことを普通に

行っております。しかしながら、たくさんあれば、

こどもたちはどれを探していいか迷います。本当

に必要なものを絞って掲示することができれば、

先ほど申し上げた特性のあるこどもたちにとって

は探しやすいものになりますし、それ以外のこど

もにとっても基本的なものを見つけやすい、そし

てそれを基に自ら考える機会を与える。そのよう

に、双方にとって情報量を少なくすることが非常

に効率的になることが一般的に知られておりま

す。

また、理解のための工夫として、スモールステ

ップ化があり、達成までのプロセスに細かな段階

をつくることで、目標を達成しやすくする等の工

夫もなされております。

〇議長（冨岡幸夫） ６番。

〇６番（櫻田秀夫） ありがとうございます。ユニ

バーサルデザインのピラミッド型でイメージして

いただくと、プロセスの段階がありまして、ピラ

ミッド型で構造されて表しているのですけれど

も、下からいうと、参加、理解、習得、活用から

成る４段階の構成の階層モデルで授業の土台とな

るのは参加です。こどもが授業に参加することが

最初の段階であります。次に理解があり、参加し

た上で理解できることが求められます。その次に

習得、その上に活用と続きます。活用の工夫の視

点は、適用化、機能化が挙げられます。学んだこ

とを別の課題に適用してみたり、生活の中で機能

させてみたりすることで、授業で学んだことを使

いこなすことができるようになります。このよう

な視点の工夫を考えて授業を改善してはいかがで

しょうか。

また次に、先ほど教育長から現状の課題につい

てご答弁いただきましたが、課題を改善するため

の取組についてお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お尋ねの教員の専門性を高

める取組として、研修の充実を行っております。

今年度は、特別支援教育に関する研修として、弘

前大学教職大学院の教授をお招きし、特別支援を

必要とする児童・生徒の理解と指導及び支援につ

いて講演を実施いたしております。また、そのほ

か県の総合学校教育センターにおきましては、複

数の専門的な講座が開催されており、教員がその

専門性をさらに深める貴重な機会が提供されてお

ります。

また、こどもの教育に関わる人的支援の確保に

つきましては、支援の充実と学校現場の負担軽減

を目的にスクールカウンセラーやスクールサポー

ターを配置しており、継続的に配置できるよう、

毎年度説明会を開催し、人材の確保に努めており
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ますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ６番。

〇６番（櫻田秀夫） ありがとうございます。

次に、本年４月１日からは合理的配慮の提供が

義務化されました。そこで、当市の学校内におけ

る合理的配慮についてお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） 学校における合理的配慮

は、障がいのある児童・生徒がほかのこどもたち

と平等に教育を受け、学校生活を送ることができ

るよう、必要な環境やサポートを整えることを目

的としております。この配慮は、児童・生徒の個

々のニーズに応じて柔軟に提供され、教育の場に

おける公平性を確保するために行われておりま

す。

具体的な取組として、学習環境の調整では、座

席の配置変更や教室内の照明調整、音響設備の改

善など、特性に応じた学習環境を整えることが含

まれます。

教材の工夫では、視覚障がいのある児童・生徒

には、点字教材や拡大文字教材を提供し、聴覚障

がいのある児童・生徒には、視覚的な教材を導入

するなど、適切な教材の提供を行っております。

個別のサポートでは、障がいのある児童・生徒

には個別の指導計画を作成し、理解を深めるため

にスモールステップでの指導を実施し、またスク

ールサポーターを配置して、授業内での必要なサ

ポートを提供しております。

コミュニケーション支援では、コミュニケーシ

ョンに困難がある児童・生徒に絵のカードやタブ

レット端末を使用しての意思疎通を支援しており

ます。

行動の柔軟性としては、感覚過敏のある児童・

生徒には、騒がしい環境を避けるために静かな場

所での学習を許可し、医療的ケアが必要な児童・

生徒には、校内で必要な処置が受けられるよう、

医療体制を整備しております。

このように、学校における合理的配慮は、物理

的な設備の変更にとどまらず、教育全体にわたる

包括的なサポートを通じて全ての児童・生徒が平

等に学び、成長する機会を提供するために重要な

取組であると認識しており、そのように努めてお

ります。

〇議長（冨岡幸夫） ６番。

〇６番（櫻田秀夫） ありがとうございます。

インクルーシブ教育推進には、全てのこどもが

安心して学べる環境の整備が求められますが、個

別の支援計画の充実、多様な教育ニーズに対応す

る教材、設備の整備、教員の専門研修や、地域社

会や保護者との連携が重要であり、さらに教育現

場での差別や偏見を取り除くための意識改革も不

可欠となります。そして、学習が単なる知識の受

入れではなく、こども自身が経験を通して構築す

るプロセスであると考えます。形式的なプロセス

にとどまらず、今後さらなる実用的、実践的な教

育推進となりますようお願いいたします。

次に、午前５時間授業についてなのですけれど

も、質問ではないのですが、最後にちょっと要望

させていただきたいと思います。現在東京都の中

目黒小学校で実施しておりましたけれども、その

教員の方、現場の方からの声というのが、午前中

に集中して学べることが学力の向上につながるの

かもしれないと。また、下校時間も通常の学校よ

り30分ほど早くなるため、こどもたちは遊ぶ時間

が増えてストレス発散できたという声もありま

す。教員や保護者も、こどもの話を聞いたり、個

別指導をする時間を増やしたりと十分なケアがで

きるようになり、その結果、こどもの心にゆとり

が生まれ、学校でも落ち着いて学習に取り組める

ようになったのではないかと思いますと教員の方

は言っております。こうした時間割によって、１

分前後ずつ登校時間が早まり、給食の時間が遅く
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なることから、朝食をしっかり取るようになった、

生活リズムが整ってきたという保護者の声が聞か

れる学校もあります。午前５時間制は、教員にと

ってもメリットが大きい、こどもたちが早く下校

するため、教員はそこで生まれた時間を会議や研

修、授業準備に充てることができ、働き方改革に

もつながっていると言っていいとの声がありま

す。

７校時目まで授業をしたとしても、45分授業を

６校時目まで行う学校と比べ、20分くらい早く下

校となる計算になるのですけれども、教員の精神

的な余裕が増えた印象で、実際45分授業の学校か

ら異動してきて、最初は戸惑う先生もいらっしゃ

います。ですが、次第に慣れ、ゆとりができたと

いう教員は複数おり、中には退勤時間が早くなっ

た教員もいるとのことです。

地域の実情が異なることから、100％このむつ

市においても同じ制度を取り入れることは難しい

かもしれませんが、教える側、学ぶ側双方にとっ

てプラスになる取組をむつ市の教育現場において

も取り入れていただきたいとご要望いたしまし

て、私からの一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

〇議長（冨岡幸夫） これで、櫻田秀夫議員の質問

を終わります。

ここで、午後２時まで暫時休憩いたします。

午後 １時４８分 休憩

午後 ２時００分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎工藤祥子議員

〇議長（冨岡幸夫） 次は、工藤祥子議員の登壇を

求めます。４番工藤祥子議員。

（４番 工藤祥子議員登壇）

〇４番（工藤祥子） 日本共産党の工藤祥子です。

むつ市議会第262回定例会に当たり一般質問を行

います。

１つ目は、ジェンダー平等の取組について、３

回目の質問となりますが、頑張ります。１回目は、

３年前の９月、むつ市議会第249回定例会に、２

回目は、２年前の６月、第252回定例会で、パー

トナーシップ宣誓制度のみについて質問しました

が、大きな動きになっている今日、今回も取り上

げました。

ジェンダーとは、一般的には社会的、文化的に

つくられた性差と定義されています。ジェンダー

平等社会を目指すとは、あらゆる分野で真の男女

平等を求めるとともに、さらに進んで男性も女性

も、多様な性を持つ人も、障がいを持つ人も、外

国籍を持つ人たちも、差別なく平等に尊厳を持ち、

自らの力を存分に発揮できる社会を目指すとして

おり、それらの取組の中で、より深められた深化

した言葉だと知ることができました。

国連の発足当時は、女性も参政権を、教育や職

業の分野での男女平等が主なテーマで、端的に言

えば、男性に保障されている権利を女性にも与え

よという課題が中心でした。これらが1967年の女

性差別撤廃宣言に実りました。その後、かつて植

民地だった国々、いわゆる発展途上国の代表者が

多数参加する中で、貧しさからの解放、政情が不

安定な中では女性の地位向上もないという意見を

踏まえて、国際女性年のスローガンは、平等、開

発、平和が加わりました。

それらを踏まえた世界女性会議の積み重ねの

中、1995年の第４回世界女性会議で「ジェンダー」

という言葉が国際文書で初めて大きく打ち出され

ました。これ以降国連では、「ジェンダー平等」

が大きなスローガンとして使われることになった

と学ぶことができました。
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今では、国連の2030年までの持続可能な開発目

標、いわゆるＳＤＧｓの中にもジェンダー平等は

全体を貫く柱として位置づけられています。

日本ではどうかといえば、世界の中でとりわけ

ジェンダー平等が遅れた国となっています。男女

平等の達成を示すジェンダーギャップ指数では、

2023年は世界146か国の中で125位、今年になって

118位にアップしたようですけれども、ジェンダ

ーギャップ指数とは、経済、教育、健康、政治の

４分野で男女平等の達成度を数値化したもので、

日本は教育、健康は上位のほうですが、足を引っ

張っているのは経済と政治の分野です。

主要７か国の一員で、曲がりなりにも経済的に

も豊かであり、議会制民主主義が取られている国

でと、すぐには私は理解できませんでした。明治

期に教育勅語、家制度等の強要でジェンダー差別

の構造が強化されたという意見が出ております。

世界の大きな動きの中で、日本も1985年に女子

差別撤廃条約批准、1999年、男女共同参画社会基

本法施行と進み、各地で計画策定が進みました。

むつ市でも2003年に第１回、第１次むつ市男女共

同参画推進基本計画、10年後の2013年に第２次む

つ市男女共同参画推進基本計画を策定していま

す。そして、昨年は第３次むつ市男女共同参画推

進基本計画、「むつみあいプラン」とも言います

が、それを策定しました。現在私たちは、その計

画の下で暮らしています。

そこで、５点にわたって質問いたします。

（１）、第３次むつ市男女共同参画推進基本計

画の改定の中身についてお知らせください。

（２）、むつ市職員の一般行政職員の女性の比

率、管理職の比率についてお知らせください。

（３）、男性と女性の給料の差はあるのか。

（４）、会計年度任用職員についての仕組み、

男女比率について。

（５）、2022年に導入された青森県のパートナ

ーシップ宣誓制度についてもお知らせください。

次に、２つ目の質問です。デジタル防災行政無

線運用と町内放送について質問いたします。前回

の９月定例会において同様の質問を行い、町内会

の放送の代替手段となるコミュニケーションツー

ルについて、12月に運用させていただくという答

弁をいただいております。私のほうからは、津波

対策に特化という説明だが、デジタル防災行政無

線の電柱が立つ地域や町内の方からも、町内会の

放送、行事のお知らせ等の放送ができるようにし

てほしいという要望の声が多数あり、代替手段に

ついて具体的にお聞きしたいと再度質問いたしま

した。

先月11月９日開催のむつ市議会議会報告及び市

民との意見交換会川内地域開催の場でも、参加者

から出されました。この「ぷらっとふれあいトー

キング」の参加者が２人のみと、ほかの地域と同

様に少なかったのですが、２人ともデジタル無線

放送について同様の発言をしており、大きな関心

事だと改めて受け止めました。

スマホデビュー応援補助金の利用者、スマホ説

明会参加者の増え方はどうでしょうか。市民への

周知は広がっているのでしょうか。また、代替手

段について、具体的にお知らせください。

以上が壇上からの質問です。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 工藤議員のご質問にお答えい

たします。

まず、ジェンダー平等の取組についてのご質問

の１点目から４点目までにつきましては、担当部

長からの答弁とさせていただきます。

次に、ご質問の５点目、県のパートナーシップ

宣誓制度の導入についてお答えいたします。市と

いたしましても、性別にかかわらずお互いを尊重

し、多様な価値観を認め合いながら、自分の意思
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と選択に基づき心豊かに暮らすことができる社会

の実現が重要であると考えており、青森県パート

ナーシップ宣誓制度につきましても、男女共同参

画の推進と併せて市のホームページで周知してお

りますので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、デジタル防災行政無線と町内会放送につ

いてのご質問につきましては、デジタル行政推進

監からの答弁とさせていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） ジェンダー平等の取

組についてのご質問の１点目、第３次むつ市男女

共同参画推進基本計画の改定についてお答えいた

します。

市では、令和５年度から令和14年度までを計画

期間とした第３次むつ市男女共同参画推進基本計

画を令和４年度に策定しております。策定に当た

りましては、むつ市男女共同参画推進委員会の開

催や書面協議が行われたほか、市民の皆様のご意

見を伺うためパブリックコメントを行い、令和５

年３月に委員会から答申をいただき、同年４月に

公表しております。

第３次むつ市男女共同参画推進基本計画では、

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

が平成27年に施行されたことに伴い、女性活躍推

進に関する項目を追加した内容となっておりま

す。

そのほか、重点目標にジェンダー視点から地域

の課題解決に向けた取組の推進や若者が住み続け

たくなる地域の推進の項目を追加するなど、社会

環境や生活実態の変化に対応した計画となってお

ります。

現在第３次むつ市男女共同参画推進基本計画を

全庁的に推進するため、具体的な施策、取組に関

する実施計画を策定しておりまして、今年度中に

公表する予定としております。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（吉田由佳子） ジェンダー平等の取組

についてのご質問の２点目、むつ市職員の一般行

政職員の女性の比率、管理職の比率についてお答

えいたします。

一般行政職員における女性比率は34％、管理職

における女性比率は23％となっております。

次に、ご質問の３点目、女性と男性の給料につ

いてお答えいたします。男女での給料の差はござ

いませんので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、ご質問の４点目、会計年度任用職員につ

いてお答えいたします。会計年度任用職員のうち、

女性職員の人数は368人で、比率としては71％と

なっております。

〇議長（冨岡幸夫） デジタル行政推進監。

〇総務部デジタル行政推進監（藤島 純） 工藤議

員のご質問にお答えします。

デジタル防災行政無線の町内放送についてとい

う中で、コミュニケーションツールの進捗状況と、

あとスマホデビュー支援研修会の開催状況につい

てというご質問でしたので、お答えさせていただ

きます。

まず、デジタル防災行政無線の補完的な役割を

担うコミュニケーションツールである音声配信ア

プリについてでありますが、これは防災行政無線

の対象エリア以外の方でもスマートフォンに専用

アプリを登録していれば、防災行政無線の放送内

容が流れてくるものでありまして、そのほか町内

会や地域の行事放送を配信することも可能となっ

ております。

現在の進捗状況といたしましては、町内会の設

定など機器の設定はほぼ完了しておりまして、防

災行政無線との連携テストを今月中に行い、令和

７年１月に運用を開始する予定としております。

また、町内会での放送につきましては、利用希

望調査を行った後、２月から３月にかけて各地域

で町内会向けの操作説明会を開催し、運用を開始
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する予定としております。

また、スマホデビュー支援の実績に関しまして

は、現在219件、456万円ほど支出しております。

そして、研修会につきましては19回開催し、156名

の方が参加し、受講されております。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） ご答弁ありがとうございまし

た。

第３次むつ市男女共同参画推進基本計画の改定

についてということでしたけれども、改定の中身、

ジェンダー平等という視点を入れたということ、

それは本当に評価すべきことです。この第３次む

つ市男女共同参画推進基本計画、「むつみあいプ

ラン」と言うのだそうですけれども、これを見ま

すと、確かに重点計画の中に書いてありました。

「配慮が必要な方への支援と、多様性を尊重する

環境の整備」、「高齢であること、障がいがある

こと、性的指向・性自認等に関することなどに加

え、女性であることで更に複合的に困難な状況に

置かれている場合があることに留意し」、ずっと

出ています。この「むつみあいプラン」をただ男

女の差ということだけではなく、広い意味での障

がい者の方、性的指向の方、様々な方を含む、こ

のようなプランだということは世界の流れ、日本

のジェンダーの流れの中でできたプランだという

ことは妥当だと思っています。

ただ、私がちょっと疑問に思ったのは、第３次

むつ市男女共同参画推進基本計画ができたのは

2023年ですよね。そして、前の年に青森県のパー

トナーシップ宣誓制度が導入されているのです。

県として導入されているということは、40市町村

で導入という、そういうことでよろしいのですよ

ね。こういう40市町村でこの制度が導入されてい

るということで、私はこの「むつみあいプラン」

の中にも紹介すべきではなかったのかなという気

がいたしますけれども、どうでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

このパートナーシップ宣誓制度というのは、青

森県が導入したということで、県内自治体では弘

前市が導入しているということで承知しておりま

す。ですので、県がやったから全市町村が導入し

たかというのは、それとはちょっと認識が違うの

かなというふうに思っておりまして、県が主体的

にこの宣誓制度の受付を行っているというふうに

私は認識しておりまして、実際に制度もそのよう

になっております。そのことで、法的には何ら適

用されるものはございませんけれども、民間では、

例えば保険の受け取りであるとか、携帯電話の家

族割であるとか、そういうものに使われているの

だというふうに認識してございます。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） ホームページ等で見ますと、

青森県で導入したということで、40市町村が導入

したという、そういうふうな中身で公表されてい

るのですけれども、それでは県が導入したときに

各市町村との相談というのはなかったのでしょう

か。こういう形でいろんなことが進められていっ

ているのでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

まずはパートナーシップ宣誓制度というもの

は、この利用について申しますと、申請者の方が

県の窓口、県民活躍推進課だというふうに確認し

てございますけれども、こちらに事前に日程調整

した上で戸籍住民票などの必要書類を提出し、県

庁に出向くかオンラインで本人確認を済ませるこ

と、また宣誓を２人そろってすることで手続が済

むというふうに伺っておりますので、手続自体は

県が行っているものだというふうに認識してござ
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いますし、そのようになっております。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 私は、県が導入したというこ

とは、県民の一人一人がそれを利用できるものだ

という、そのような認識でおりました。本当に納

得がいかないのですけれども。それでは、むつ市

民の方がこの制度を利用したいというときには、

わざわざ県のほうに行くということなのでしょう

か。むつ市を通すことなく県のほうに行くという

ことなのでしょうか。どうも本当に納得いかない

です。私は、これはジェンダー平等の貴重な前進

だと受け取っていますけれども、青森県の県民の

一人として、これを皆さんが本当に、皆さんがと

いうより、望む方は誰でも利用できるのだと、そ

ういう捉え方でいたのですけれども、ちょっと私

は認識が違うのですけれども、納得がいきません。

では、むつ市民の方も、利用はできることはで

きるということなのですね。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

先ほども申し上げたとおり、もちろん県庁に出

向くという方法もありますし、あと環境が整えば

オンラインでも手続できるというふうに伺ってご

ざいます。市民の方も県民ですので、もちろん申

請することが可能です。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 私は、とても残念に思います。

このようなジェンダー平等が大きな流れとして今

進んでいる、そういう中で、一番最初は弘前市で

すけれども、東北で初めて、そしてそれが県とし

て導入を決めたということは、青森県の皆さん、

利用してくださいという観点で、このジェンダー

の流れを導入したと、私はそう受け止めています。

どうもむつ市の姿勢は少し後ろ向きで、これでい

いのかなと。

そして、アンケートの中では、青森県40市町村

が全部加入しているという位置づけなのです。私

は、これは本当におかしいのではないかなと思う

のですけれども。

それでは、制度として青森県が導入した、その

ことについての受け止め方はどうなのでしょう

か。ただ導入したというだけで、これを実際に使

って生きやすい社会をつくっていくと、そういう

ふうな観点での捉え方は最初になかったのでしょ

うか。答弁お願いします。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

第３次むつ市男女共同参画推進基本計画には、

このパートナーシップ宣誓制度に関する記述とい

うのは直接的にはございませんけれども、先ほど

議員のほうからもご紹介ありましたとおり、重点

目標として「配慮が必要な方への支援と、多様性

を尊重する環境の整備」というのを掲げてござい

ます。

計画では、一人一人の人権が尊重され、性別に

かかわらず、誰もが自分らしく生き生きと暮らす

むつ市を目指して策定しているものであり、市と

いたしましては、性的指向、性別違和等を抱えた

方を含めて高齢者、障がい者、外国人等様々な理

由で困難な状況に置かれている方々の人権に配慮

した社会づくりを目指しております。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） それでは、むつ市民の方もこ

の導入の中で申請できるということ、そういう理

解でよろしいのですね。ということは、私は青森

県民の一人一人がこのような制度を利用できると

いうことで、もっとむつ市民の方にもお知らせす

るべきではないかなと思いますけれども、そうい

うことで広報等に紹介するとか、載せるとか、そ

ういうふうな姿勢はないのでしょうか。
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〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

市長の答弁にもございましたけれども、市のホ

ームページのほうに紹介されているということ

で、手続等につきましては、そちらのほうで、県

のホームページのほうに細かいところはリンクさ

れるようになっております。そちらのほうで確認

できるというふうに考えておりますので、ご理解

いただければと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） ともかくこの制度をむつ市民

も利用できるという、一言で言えば、そういう理

解でよろしいのですね。ということは、私はもっ

とむつ市もこのような姿勢であるということを皆

さんに教えるべきだと思います。このことを要望

したいと思います。

それでは、２つ目に行きますけれども、むつ市

の一般職員の女性の比率ということで、管理職が

23％ということで、令和３年の17.9％よりは前進

しているということが分かりました。しかし、管

理職については、むつ市総合経営計画の中では令

和８年度までに19％にするということなので、あ

あ、頑張っているなというふうなことは言えると

思います。これは、本当に評価したいと思います。

いいことは、私は本当にみんなと一緒に喜び合い

たいと思います。

そして、男性、女性の給料についてですけれど

も、これはもう法律で決まっているということな

のですが、もう一つ、４番目に移って、ちょっと

前後するかもしれませんけれども、会計年度任用

職員の女性が368人中71％を占めているこの数字、

これがやはり男女の給料の差を大きく広げている

のではないかなと思っています。

仙台市役所の例をちょっと調べてみますと、こ

れは男性平均を100％にすると、女性は87.5％、

この差の要因は、管理職手当、超過勤務手当、非

正規の職員を含めれば大きな賃金格差がある、こ

のように書いてありました。会計年度任用職員の

女性の比率というのは71％と言うけれども、むつ

市は、前の数字のときは79.3％とあったので、少

し改善したという理解でいいのでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（吉田由佳子） お答えいたします。

まず、会計年度任用職員の採用に当たって、男

女という性別で募集の要件というのは設けており

ません。また、給料の額についても男女で差は設

けておりませんので、会計年度任用職員という制

度そのものが男女の格差ということには当たらな

いというふうに認識しております。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 会計年度任用職員のうち、男

女別を設けていないというのですけれども、この

ような期間が限られている中では、やはり男性と

してはこれに、募集に応じるということは本当に

厳しいものがあると思っています。

女性の賃金と男性の賃金が公務員の中で対等に

なったということも、これは一晩でできることで

はなく、様々な運動、様々な声でこのようなこと

が達成されたのだと思います。ですから、これか

らもいろんな男女格差をなくするということで

は、本当に声を上げていきたいと思っています。

そして、青森県のパートナーシップ宣誓制度の

導入ですけれども、これは終わりました。そうす

ると、これはむつ市民がこのような制度をもっと

もっと知ることによって、この性差の中で苦しん

でいる、性の差別の中で違和感を持っている人た

ちにこういう制度を利用してほしいということ

で、もっと広報をしてほしいということと、住民

票等を持って青森県に行けば手続ができるという

こと、ここで確認しました。もっともっと市民に

知らせてほしいと思っています。

それから、最後ですけれども、選択的夫婦別姓
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容認の流れも78％へと進んでいます。夫婦が望む

場合は、結婚後もそれぞれの姓を名のることがで

きる、これを認める制度なのですけれども、夫婦

同姓の義務づけをする制度を採用しているのは日

本だけ、別姓を採用していない国が日本だけだと

言っています。遅れています。

経団連も早期実現を求める提言を発表していま

す。共同通信のアンケートでは、県内40市町村の

うち、67.5％に当たる27町村が容認するという考

え方を示しており、山本市長もどちらかといえば

そう思うの中にくくられておりましたので、ジェ

ンダー平等を考えるに当たり、どうかご意見をお

知らせください。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 現在の民法の下では、結婚に

際しまして、男性または女性のいずれか一方が必

ず名字を改めなければならず、現実には女性が名

字を改める例が圧倒的多数であるというふうに認

識しております。令和５年の厚生労働省による人

口動態調査では、夫の名字を選択する夫婦の割合

が95.4％というふうになっているようでございま

すけれども、名字変更に伴う職業生活上や日常生

活上の不便、不利益、アイデンティティーの喪失

など、様々な不便、不利益が指摘されているとこ

ろでございまして、選択的夫婦別姓制度の導入を

求める声が増えていることは、私も認識しており

ます。

一方で、私個人の見解を申し上げますと、昨日、

今日の質問を踏まえまして、妻に選択的夫婦別姓

についてどう思うか聞いてみたところ、私たち夫

婦の中では同じ家族で、夫婦もこどもも同じ名字

でよかったなというような認識が一致しておりま

して、それぞれの夫婦、それぞれの個人が考える

ものだと認識しておりますし、制度の導入につき

ましては、婚姻制度や家族の在り方、また関係す

る重要な問題でありますので、国民の理解の下に

慎重に議論されるべきものと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 日本では、95％の女性が結婚

したときに姓を変えるというのが実態だそうで

す。でも、外国のほうでは、親と子の姓が違って、

それで当たり前、それで家族という、そういうふ

うな考え方が広まっているそうなのです。これも

本当に長い歴史の中で培われるもので、日本はそ

れこそ女性差別撤廃委員会のほうでは日本に勧告

を出しています。外国の流れの中では、日本は遅

れているということは、もう明らかだということ

だけは私は知っていただきたいと思っています。

本当に学べば学ぶほど私たちも深く男女の差別

というのが、日本人は本当に深く内面化している

ということに気づかされました。男性も、男は泣

くな、女性に負けるのは男の恥、このようなゆが

んだジェンダー規範を押しつけられて、それが女

性に対する蔑視にもつながっているという見方も

あると言われています。男性も女性と同じく男女

の差別の中で生きづらさを感じている方もいらっ

しゃるようです。男性の自殺率が女性よりも高い

という実態もあるということも学びました。

（不規則発言あり）

〇４番（工藤祥子） いや、これはデータとしてあ

ります。だから私たちがジェンダーを考える場合

に、本当に私たちが知らないうちに差別をしてい

るのだ、これが当たり前ではないのだということ、

これに気づくことがジェンダー平等に一歩足を踏

み出すことにつながるのだということを私は今回

質問をする中で学ぶことができました。

主要国の中では、本当に日本は遅れた地位にあ

るということ、これは事実ですので、私たちは日

本人としてもっともっとこの問題に正面から向き

合っていかなければいけないということを感じて

おります。

次に、防災行政無線のことです。そうすると、
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私一つ感じることなのですけれども、総務省で防

災行政無線について、平常時は何を、地域の放送、

町内会の放送をしてもいいということがホームペ

ージに書いてあるのです。そのことについて、も

っともっと新しいシステムを入れるということで

解決しようとしていますけれども、せっかく防災

行政無線の柱を立てるのであれば、海岸、沿岸部

の人たちの中で、この防災行政無線を使って連絡

してもいいということを私は思うのですけれど

も、どうでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） お答えいたしま

す。

デジタル防災行政無線を町内放送に使用しても

いいのではないかという問いだと理解いたします

が、デジタル防災行政無線につきましては、津波

に特化した放送を行うことで早期の避難を呼びか

けるものとして、繰り返しになりますが、放送が

鳴ったら逃げるという意識の醸成を図る目的もご

ざいます。そのため、町内放送につきましては、

先ほどご説明させていただいた代替コミュニケー

ションツールをご利用いただきたいと考えており

ます。

また、時報や町内会の連絡につきましても、そ

ういう便利な使い方もあるのに、なぜやらないの

だというご意見もございますが、その反面、実は

時報がうるさいとか、町内の連絡、そんなの必要

ないという意見も半数ほどございます。ですので、

今回整備いたします音声アプリは登録制になりま

すので、そのような苦情もなくなるものと理解し

ておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 私が住んでいる地域は、高齢

者が多いせいもあるのかもしれませんけれども、

町内放送が入らないと困る、様々な苦情が私のと

ころ、それから町内会長さんのところに寄せられ

ているという声を聞くのです。だから私は、使え

るものは使う、そして確かに私は山間部に住んで

いるので、本当に寂しいというか、納得いかない

ものがあるのですけれども。

私は使えるものは使って、そしてサービス低下

に、困った不便な地域に合わせることなく、デジ

タル防災行政無線の中で放送してほしい、このよ

うなことを考えますけれども、このような考え方

についてどう思いますでしょうか。低いレベル、

サービスの低いところに合わせることなく、どう

ぞ使ってください。確かに私たちの地域は困りま

す。でもその代わりに、その使えない山間部の人

たちに別な形での、それこそ代替手段を充実させ

る、このような考え方もあると思うのですけれど

も、そのような考え方についてどう思いますでし

ょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） これまでの議会でも申し上げ

ておりますけれども、まず認識していただきたい

のは、デジタル防災行政無線、これデジタルでご

ざいますので、一つの発信しかできません。今ま

でのアナログは、旧町内ごとで発信できておりま

したし、アナログなので有線、いわゆる線で、そ

れぞれの町内会の個別の放送の場所から個別の放

送ができましたけれども、現在そういった個別の

機器というのはございませんので、各町内のお悔

やみの情報ですとか、市内全域に届くことになり

ます。これは、旧町村部の皆さんは、こうして使

っていた事例が多数あると伺っておりますけれど

も、今後は全域的にそういった情報を、お悔やみ

の情報を１人ずつ、何日の何時にこういったお悔

やみがありますという情報を流すのがデジタルの

防災行政無線ではちょっと難しいなというふうに

私自身は理解しております。

そういった声を町内会をはじめ市民の皆さんの

声を受けて、町内会ごとでも発信できる情報シス
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テムツールを今用意したというふうに考えていた

だければと思いますし、使えるものを使わないと

いうことではなくて、それを使うことによりまし

て、情報が様々出ていくというのは、これは市民

の皆さんにとって恩恵があるかと言われれば、む

しろそうでない情報もたくさん流れてしまう懸念

がありますので、そういった市民の皆さんの今ま

で使っていたものが使えなくなったことに対応す

るための仕組みを新たに創設しまして、各町内で

も、大畑地区だったら大畑地区でもエリアを区切

ってアナウンスできる仕組みをつくったというふ

うにご理解いただければと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） そうすると、各町内会ごとに

町内会長が発信できるツール、そこまで考えてい

るということなのでしょうか。それは、タブレッ

トに登録をすれば、各自のタブレットに音声とし

て乗ってくるということ、このような理解でいい

のでしょうか。

確かにそれも一つの方法かもしれませんけれど

も、それこそタブレットを持つということ自体が

大変で、使いこなすことが大変な方もたくさんい

るし、国民年金をもらっている方がタブレットを

維持するということも本当に大変な方もたくさん

いると思うのです。そういう中で、どのようにお

考えでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 一つの例として、今むつ市で

は一人世帯の高齢者の皆さんにワンボタンで、一

つの機器でレスキューが来る仕組みをワンコイン

で、500円で提供しておりますけれども、そうい

った機器を持っている方もいらっしゃいます。現

状として、そういったサービスも高齢者のサービ

スをやっております。

スマホを持つことに、まず購入費用というのは、

先ほどデジタル行政推進監が答弁させていただい

たとおり、219件の方の申込みがあるようでござ

いますけれども、スマホの本体自体は市のほうで

今補助をさせていただいて、持つことに費用はか

かりません。もちろん月額の費用がかかってまい

りますが、500円ないし、高いやつ、通信サービ

スも様々ありますので、ワンコインで所持できる

ものもありますので、そういったサービスを今紹

介をさせていただいております。

もちろん、市民の皆さんに負担をということで

ございますけれども、高齢者の皆さんとお話しし

ていますと、自宅に固定電話すらないという方は

ほとんどいらっしゃらない状況になっておりま

す。大体の家庭で固定電話は有しているというふ

うに思いますし、固定電話の基本料金、様々ある

と思いますけれども、1,000円を超えている状況

にあります。命を守るために、情報を取るために

そういったツールに、今機器はお金かかりません

ので、シフトしてもらえませんでしょうか。これ

は、自助の観点で、命を守る行動も含めてそうい

った対応をいただけないかというのが市のお願い

でございます。それに、市民の皆さんの声に対応

するために町内会ごと、そういったエリアを今準

備をして、そういった仕組みを開発している状況

でございます。

もちろん今やってみて、不具合がもしかすると

あることもあると思います。なので、今始まるま

で、まだアナウンスが少し遅れているような感じ

もしますけれども、令和９年まではまずは今まで

の市民の皆さんの声を聞いて、アナログの無線も

令和９年まで、町内会で使えることに方針転換を

させていただいています。その間、令和９年まで

の間にそういったアプリを浸透させて、市民の皆

様への情報伝達、そして命を守る行動として、ま

ずは自助、共助、公助の世界ですので、公助とし

てはそういった仕組みをつくりました。あとは、

自助の中で皆さんの負担も生じることは存じ上げ
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ておりますけれども、そういった対応を高齢者の

皆さんもしていただければありがたいなというふ

うに思います。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 公助はつくりましたと言うけ

れども、今の社会、公助が小さくなって、市役所

の職員が減らされるというふうな動きもその中に

入りますけれども、公助がちっちゃくなって、自

己負担が増える、自己責任の社会へと今進んでい

ると私は思っています。そういう中で、それこそ

固定電話をなくしてもスマホを持てと言われたと

いう怒りの発言も聞いたりします。確かに今の流

れの中では、固定電話から切り替えて、２つは持

てないからスマホを持つという、そういう流れも

出てきているようですけれども、この流れを、そ

れこそ口にして選択を迫るということはいかがな

ものかと私は本当に感じました。

この間11月30日に地区会長等の集まりがあった

と聞きましたけれども、どのような意見が出たの

でしょうか。私たち議員と地区会長の集まりの中

では、本当に人数が少なかったのですけれども、

デジタル無線を徐々に増やしていくという、そう

いうふうな予算を組めないのかというふうな声も

聞きました。その辺も併せて11月30日の町内会長

等の中で出た意見をお知らせください。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 丁寧に申し上げますと、デジ

タル防災行政無線、何度も申し上げておりますけ

れども、今までと同じような全域で整備した場合

35億円、当時の積算でございますので、今であれ

ばもう少し高くなると思いますけれども、そうい

った財政負担を強いることになります。このこと

によって公債費が増えまして、行政のサービスが

低下する、それを避けるために、市民のサービス、

市民の負担が増えないようにこういったサービス

を提供していきたいと考えております。

具体的にそういったサービスもなくなって、川

内の皆さん、特に畑地区の町内会長の方は、バス

路線もなくなって、そういった地域はどうするの

だというようなお話もありましたけれども、現在

川内の湯野川、畑地区には市のほうで自治体ライ

ドシェアという形でバスを市が運行しておりま

す。

そういったサービスを提供するために財源をし

っかりと確保していなければ、足もなくなる、情

報もなくなる。これは、私は足を確保するための

方策のほうが大切だと思いますので、そういった

ことを町内会長さんにお伝えしたら、そうだよね

と。そういったサービスすら行政ができなくなる。

むしろ今まで行政がやっていなかったことを私た

ちが取り組んで、バスすら行政で走らせているむ

つ市になっております。今までは、本来民間のサ

ービスが提供されていた部分も請け負って、公的

部分が減ると言っておりますけれども、むしろ拡

充して、民間ができないことすら今私たちが何と

かしようと、そういった地区へもサービスを提供

している。

こういったサービスを提供するためには、人的

リソース、財源全てを際限なくやるということは

難しい状況にありますので、そのことは公助、も

ちろんやっていきますし、共助、町内会を含め皆

さんで支え合っていきましょう、自助、自分たち

でできることは自分たちでやりましょう、こうい

った枠組みを維持していかなければ、今後人口減

少はどこの地方でも免れませんので、そういった

ことを考慮しながら、財政運営をしていきたいと

思います。

サービスが低下しないようにやっていく思いは

一緒ですけれども、防災行政無線だけ切り取られ

て、そこだけやってくださいというのであれば、

もちろんできないことはないかもしれませんけれ

ども、ほかのサービスが減る、市民の負担、税金
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が増える、これは多分私は皆さんが求めているこ

とではないと思いますので、そのことはご理解い

ただきたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 今の国政の仕組みの中では、

人口減少が進んで、そして人口の集中が進んで、

この流れの中で、確かに市長という立場で分から

ないわけではないのですけれども、本当に35億円

を７億円まで今減らして、このシステムをつくっ

ているのだけれども、16億円にすれば、戸別受信

機が要らなくてもデジタル防災行政無線を立てら

れるというふうな、そういう説明も頭に残ってい

るのです。簡単に「そうですか」と、納得はいか

ないのですけれども、高齢者にとってはなかなか

厳しい生きにくい時代になってきたなという、そ

ういう感想は言わせてください。

そして、今公的なサービスがだんだん減らされ

て、自己負担、自己責任のこの流れの中で、本当

に何とか私たちもこの流れを変えながら頑張って

いきたいということを、どうすればいいのかとい

うことも皆さんと一緒に考えていきますけれど

も、財政が絡むと私もなかなか強くは言えません

けれども、「はい、そうですか」ということでは

どうも納得がいかない、皆さんの不安の声がたく

さん聞こえているという中で、ではもっともっと

市として説明責任、説明してくださいということ、

このことを訴えまして、ちょっと残念ですけれど

も、終わります。

〇議長（冨岡幸夫） これで、工藤祥子議員の質問

を終わります。

ここで、午後３時まで暫時休憩いたします。

午後 ２時５２分 休憩

午後 ３時００分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎井田茂樹議員

〇議長（冨岡幸夫） 次は、井田茂樹議員の登壇を

求めます。15番井田茂樹議員。

（15番 井田茂樹議員登壇）

〇15番（井田茂樹） こんにちは。自民クラブの井

田茂樹です。むつ市議会第262回定例会に当たり、

一般質問させていただきます。

本日最後の登壇者です。午後３時台という最高

に眠くなる時間帯でありますが、どうか皆さん、

あと１時間、目を見開いてお付き合いをお願いい

たします。

今回の質問事項は、通年誘客に向けた釜臥山ス

キー場周辺の利用と活性化について、２、ふるさ

と納税について、３、「むつ☆かつ」などの中学

校の部活動の地域移行について、４、脱炭素とス

マート農業の現状について、５、新しいまちづく

りのモデル事業についての５項目５点となりま

す。

質問１点目は、釜臥山スキー場の通年利用につ

いてであります。このことについては、過去に何

人かの議員の皆様から、数回にわたり一般質問と

して取り上げられたことがありますが、当時と現

在では環境や状況に変化がありますので、改めて

提案、質問させていただきますことをご了承くだ

さい。

皆さんご承知のとおり、釜臥山スキー場はむつ

市大湊にある本州最北端のスキー場です。海から

約２キロメートル弱しか離れていないため、晴天

時に八甲田連峰や尻屋崎、北海道までが見渡せ、

海辺のダウンヒルと呼ばれ、真下にはむつ市街地

や陸奥湾、自衛隊大湊基地の艦艇を見ながら滑走

できる眺望が最高のすばらしいスキー場です。ペ

アリフト２基に初心者やファミリー層向けの緩斜

面や、最大斜度35度の急斜面など３つのコース、
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麓には50メートルのスノーエスカレーターがある

キッズゲレンデもあり、本格的ゲレンデとして定

評があります。

統計調査報告「レジャー白書」によると、スキ

ー場を利用するスキー、スノーボードの国内人口

は、スキー人気の低迷、降雪不足、レジャーの多

様化など様々な要因が重なり、1998年の1,800万

人をピークに、2020年には430万人まで減少して

います。このように厳しい状況の中、釜臥山スキ

ー場では管理団体が４日間限定でリフト無料や親

子ペアリフト券の販売、時間券の延長など、様々

な対策を講じて利用者数減少を抑える努力をして

いただいていることに対し、関係各位に敬意を表

するとともに感謝申し上げます。

さらに、利用者数増加に向けて釜臥山スキー場

条例の一部を改正して、今シーズンから中学生以

下のリフト使用料が無料になるほか、大人、シル

バーのシーズン券が減額になるなど、様々な取組、

努力がされています。

利用者数の減少は、釜臥山スキー場に限らず全

国的な問題でもあります。観光庁のスキー場事業

者に対するアンケート調査では、全国のスキー場

の半数以上は公的セクターが経営に関与してい

て、48％はゴンドラ、リフト、合わせて１本から

３本しかない小規模スキー場であり、40％が赤字

とのことです。過疎化や人口減少、最近の温暖化

による小雪化を踏まえると、公的セクターが運営

する小規模で赤字続きのスキー場を中心に廃業が

進み、10年後には現在500程度あるスキー場が

300前後まで大幅に減少する可能性があると言わ

れています。

釜臥山スキー場は、残念なことに、この条件に

当てはまる小規模スキー場であります。しかし、

釜臥山スキー場周辺地域には、世界夜景遺産に認

定されたアゲハチョウ夜景が見える展望台や、国

内外問わず人気の登山やトレッキングに最適な登

山道、第１リフト新設時に修繕された七面山のあ

ずまや、ジオパークエリアである恐山、大湊芦崎

湾、近代水道施設として歴史的価値が高く重要文

化財に指定されている水源池公園、護衛艦を間近

に見ることができる自衛隊基地、本州最北端の大

湊駅など、観光地としても非常にポテンシャルが

高い場所であります。リフトを通年利用したり、

自然や夜景を生かしたジップライン、グラススキ

ーなどの新しい体験型アクティビティーの導入

で、年間を通して誘客できるすばらしい観光資源

であります。

そこで、釜臥山スキー場の現在の運営状況と今

後の見通し、そしてスキー場の通年利用の可能性

について、市長の考えをお伺いいたします。

２点目は、ふるさと納税の現状と今後の対策に

ついてです。ふるさと納税は、2008年（平成20年）

４月の税制改正により導入された制度でありま

す。むつ市では、特産品であるホタテガイ、ホタ

テ干し貝柱や塩ウニ、海峡サーモンなどの海産物、

下北牛、青森ヒバ製品、ヨーグルトやお菓子、日

本酒やワインなど多種多様な特産品をそろえて、

さとふる、ふるさとチョイス、ふるなび、楽天ふ

るさと納税、ＪＲＥＭＡＬＬふるさと納税の５つ

のサイトを利用して全国へアピールしています。

むつ市の納税実績を見ますと、初年度の８件

127万円からスタートし、創意工夫を重ね、少し

ずつ増やしてきました。2015年の改正で控除額が

２倍になり、ふるさと納税が注目され、ブームが

起き、これを契機に平成29年には初の１億円台、

１億9,660万4,000円と着実に増収していました。

令和３年には、２億420万9,395円を記録しました。

令和４年、令和５年は１億3,000万円台と減収、

横ばい状態です。これは、主力商品のホタテのへ

い死被害や不漁が影響していると考えられます

が、それを踏まえて原因や今後の方針についての

お考えを伺います。
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３点目は、活動場所や練習場所の確保の現状と

今後の対策についてです。国が令和７年度までに

部活動を学校から地域に移行するガイドラインを

示したことから、令和５年からむつ市の中学校の

部活動が任意加入となり、「放課後は新時代へ」

をコンセプトに「むつ☆かつ」がスタートしてお

ります。

令和６年には、５つのクラブが新設され、現在

は17クラブが活動しているそうですが、それに伴

い、練習場所や活動場所の確保や仕組み、また「む

つ☆かつ」とそれ以外の地域クラブとの送迎や活

動自体の格差が課題となっています。

今定例会では、活動場所が確保されていますが、

「むつ☆かつ」とは異なる地域クラブは、練習場

所、活動場所の確保にかなり苦労しているとの声

が聞かれます。

そこで、そういった格差をなくするためにも、

利用可能な市内各施設の開放が必要であり、早急

に検討すべきと考えます。

また、「むつ☆かつ」優先の施設利用は公平と

は言えず、施設の利用条件や利用方法、各施設の

予約方法などを公表し、「むつ☆かつ」、「むつ☆

かつ」以外のクラブにかかわらず、こどもたちが

格差なく公平に活動できるように対応することが

必要です。このことについての所見をお伺いいた

します。

４点目は、スマート農業推進に向けた取組、現

状と今後の見通しについてです。2024年４月から

稼働している農業法人寅福プラントは、最先端技

術を使ったスマート農業で、年間最大1,500トン

のトマトを生産、地元から100人程度の雇用が見

込まれる県内外多数の関係者が注目する大規模施

設です。この施設は、国や青森県、むつ市から森

林環境譲与税やＥＳＧ債などを活用し、さらに脱

炭素に向けた取組、ＧＸ（グリーントランスフォ

ーメーション）が進められる計画で、その実現に

向けて、むつ市、施設を運営する農業法人、下北

地方森林組合が協定を結ぶなど、官民一体の壮大

な事業であります。施設では、脱炭素に向けた取

組を進め、二酸化炭素の発生量よりも吸収量が多

くなるカーボンマイナスの実現を目指すとしてい

ました。

そこで、施設の脱炭素に向けた植林などの取組

の現状と課題について、さらに生産量と、４月に

稼働してから離職者が多くいると聞いております

が、現在の雇用状況などの現状についてお伺いい

たします。

５点目は、新しいまちづくりモデルの事業の取

組や効果についてです。この事業は、コンパクト

なまちづくりや地域の稼ぐ力を向上させる取組に

対し、国が３年間で重点支援を行う国土交通省の

事業で、全国24自治体から応募があり、むつ市な

ど13都市が選ばれています。

むつ市は、金谷公園周辺では下北文化会館に青

森大学のむつキャンパスを入居させたほか、むつ

総合病院の新病棟建設も一体的に行う決定がさ

れ、田名部地区では代官山にグランピング施設な

どを整備し、老朽化したバスターミナルを福祉機

能を持つ施設に建て替える事業も予定どおり進め

ています。

事業が始まった2021年当時、市はこうしたまち

づくりを進めることで、2021年からの３年間で、

平日の商店街の歩行者を200人増やし、2019年か

らの５年間で、市民１人当たりの年間所得を16万

円引き上げるとする目標を上げていました。

そこで、この新しいまちづくりモデルの事業に

ついての取組の効果や今後について、市長の所見

をお伺いいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 井田議員のご質問にお答えい
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たします。

まず、釜臥山スキー場周辺の利用と活性化につ

いてのご質問及びふるさと納税についてのご質問

につきましては担当部長から、「むつ☆かつ」な

どの中学校の部活動の地域移行についてのご質問

につきましては教育委員会からの答弁とさせてい

ただきます。

次に、脱炭素とスマート農業の現状についての

ご質問のうち、施設の脱炭素に向けた植林等の取

組についてお答えいたします。取組といたしまし

ては、本年４月24日に株式会社寅福プラント、下

北地方森林組合及びむつ市の３者で締結したむつ

市ＧＸ推進協定に基づき、トマトの成長促進に必

要なプラント内の加温と二酸化炭素の供給に活用

する木質バイオマスボイラーの燃料用木材を供給

するため、下北地方森林組合が11月27日現在で約

23ヘクタールの森林を伐採し、順次トマト工場へ

木材を供給しております。

伐採した森林の内訳といたしましては、市有林

が約３ヘクタール、下北地方森林組合が森林整備

を個人等から受託している私有林が約20ヘクター

ルとなっております。伐採跡地の再造林につきま

しては、伐採した私有林の半分に当たる約10ヘク

タールが完了しております。

トマト工場へ木材を供給する森林は、全て森林

法に基づく森林経営計画が策定され、伐採完了後、

２年以内に再造林する計画となっており、今後も

「伐って・使って・植えて・育てる」森林の好循

環を拡大し、森林による二酸化炭素の吸収量を増

加させる取組を実施してまいりますので、ご理解

賜りたいと存じます。

トマト工場の現状につきましては、担当部長か

らの答弁とさせていただきます。

次に、新しいまちづくりのモデル事業について

のご質問につきましては、担当部長からの答弁と

させていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

（阿部謙一教育長登壇）

〇教育長（阿部謙一） 井田議員の「むつ☆かつ」

などの中学校の部活動の地域移行についてのご質

問、活動場所や練習場所の確保の現状と今後の対

策についてお答えいたします。

まず、「むつ☆かつ」の現状についてですが、

文化クラブは下北文化会館を活動場所としてお

り、川内、脇野沢地区の総合文化クラブのみ、海

と森ふれあい体験館で活動しております。

スポーツクラブにつきましては、陸上競技及び

ソフトボールはむつ運動公園で、柔道、剣道及び

サッカーは田名部中学校で、バドミントンは近川

中学校、脇野沢中学校及びむつマエダアリーナで、

水泳はスイミングアローズむつで活動いたしてお

ります。

なお、陸上競技につきましては、指導者及び活

動場所を確保できたことから、平日は川内中学校

と大畑中学校でも活動いたしております。

また、来年度移行するクラブとして軟式野球、

バスケットボール、バレーボール、ソフトテニス、

卓球及びスキーを予定しており、活動場所につき

ましてはむつ運動公園やむつマエダアリーナのほ

か、むつ地区の中学校を想定し、それぞれのクラ

ブに加入する生徒数の見込みや、バスの移動効率

等を勘案して検討いたしているところでありま

す。

また、「むつ☆かつ」以外の中学校の一般クラ

ブとの兼ね合いについてですが、「むつ☆かつ」

の平日の活動時間は17時から18時20分までとなっ

ております。中学校の一般クラブの活動は、19時

から始まるものが多いと伺っており、「むつ☆か

つ」とは活動場所が重なる状況にはなっていない

ものの、社会人のスポーツ活動との関係で、行政

による活動場所の確保や調整についてご意見をい

ただいているところです。
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施設の利用方法等は、それぞれの管理者が定め

た規定に従うこととなりますが、市全体の地域ク

ラブの状況を鑑みながら、「むつ☆かつ」クラブ

で施設を独占することがないよう活動場所を決定

していくとともに、一般クラブからのご要望に添

えるよう、可能な範囲で調整を図ってまいりたい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。

〇議長（冨岡幸夫） 市民生活部長。

〇市民生活部長（石橋秀治） 釜臥山スキー場周辺

の利用と活性化についてのご質問、釜臥山スキー

場周辺の通年利用についてお答えいたします。

釜臥山スキー場は、下北唯一のウインタースポ

ーツの拠点として、12月中旬から３月下旬まで開

設しております。シーズンオフの春にはシラネア

オイ、夏から秋にかけてはノカンゾウの観賞や登

山に訪れる方などが見受けられます。また、周辺

には国の重要文化財に指定されております旧大湊

水源地水道施設や北の防人大湊安渡館のほか、海

上自衛隊大湊地方総監部には北洋館、そして少し

足を伸ばしますと、世界夜景遺産に認定されまし

た「光のアゲハチョウ」を望むことができる釜臥

山展望台などの観光資源も点在しているところで

ございます。

釜臥山スキー場のリフトは、鉄道事業法の適用

を受ける施設でありまして、通年利用するために

は、下り用の乗降場所の設置が必要であります。

また、上りの乗車に限定した構造でありますこと

から、下りの乗車を可能にするためには、強度も

含めました全体構造の改修に相当な費用を要する

ほか、通年利用に必要な人件費、スキーリフト点

検料、電気料などの維持管理経費が新たに発生い

たしますことから、スキーリフトの通年利用は難

しいものと考えてございますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） ふるさと納税のご

質問、ふるさと納税の現状と今後の対策につきま

してお答えいたします。

まず、むつ市におけるふるさと納税の現状につ

いてでありますが、令和３年度に２億円を記録し

て以降、令和４年度及び令和５年度には寄附額が

１億3,000万円台に減少いたしました。減少の要

因といたしましては、当市の返礼品の上位を占め

ている海峡サーモン、ホタテ、サバ等の海産物の

水揚げの減少により、当市の人気返礼品である海

産物の在庫が十分に確保できない状況に陥ったこ

とから寄附額が減少したものと考えております。

次に、令和５年度につきましては、前年度の在

庫不足は一部解消されたものの、令和５年10月１

日からふるさと納税制度が改正され、改正内容の

うち、地場産品基準の厳格化により、これまで多

額の寄附をいただいていたお節の取扱いができな

くなったことが大きな要因であると考えておりま

す。

今後につきましては、地域の事業者の皆様と連

携し、人気返礼品の生産量増加や、これまでにな

い新たな視点での返礼品の開発などに取り組むと

ともに、ふるさと納税事業に精通した専門家の知

見を積極的に取り入れ、市としてのマーケティン

グ戦略の構築や効果的なＰＲ手法について研究を

重ねてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。

次に、脱炭素とスマート農業の現状についての

ご質問のうち、トマト工場の現状についてお答え

いたします。現在約100名を雇用し、安定的な生

産、出荷ができており、トマトの年間生産量の見

込みはおおむね計画どおりであると伺っておりま

すので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 都市整備部長。

〇都市整備部長（木下尚一郎） 新しいまちづくり

のモデル事業についてのご質問、事業の取組や効
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果についてお答えいたします。

まず、本事業の主な概要についてでありますが、

田名部地区におきまして代官山公園の整備、空き

家跡地や民地を活用した広場の整備、民地を活用

した歩行空間の整備及び商業施設の遊休床を活用

した地域交流施設の整備などを行っております。

また、金谷地区におきましては、むつ総合病院

新病棟、むつ下北未来創生キャンパス及び認定こ

ども園の整備に併せ、金谷公園を中心とした周辺

施設との一体的な空間づくりを進めており、官民

連携によるオープンスペースの充実や遊休ストッ

クの活用により、民間事業所の稼ぐ力の向上や多

様なコミュニティの創出を図るとともに、歩いて

暮らせるゆとりとにぎわいのあるまちづくりの実

現を目指しているところでございます。

本事業の実施に当たり設定した３つのＫＰＩの

達成状況でありますが、まず居住誘導区域人口密

度につきましては、令和５年度末時点の目標値、

１ヘクタール当たり24.1人に対し、実績値は

22.8人となっております。また、平日１日当たり

の田名部駅通り商店街の歩行者通行量につきまし

ては、令和６年７月の目標値600人に対しまして、

実績値は285人となっております。

また、１人当たりの市民所得につきましては、

令和５年度の目標値242万5,000円に対し、公表さ

れております最新の数値である令和３年度の実績

値では273万円となっております。

また、その他の事業効果といたしまして、Ｐａ

ｒｋ―ＰＦＩ制度により、官民が連携して代官山

公園の整備を行った結果、令和３年12月のプレオ

ープンから市民をはじめ県内外からの観光客な

ど、利用者が累計で約４万7,000人となり、周辺

エリアへの波及も含め効果があったものと評価し

ております。

なお、今後につきましては、新たなオープンス

ペースの整備や都市公園の改修により、多様な人

々の憩いの場として利用され、新たなにぎわいや

コミュニティの創出が図られることを期待してお

ります。

新しいまちづくりのモデル事業は、令和５年度

で完了したところでありますが、現在進めている

金谷公園周辺の整備をはじめとして、市民が安全

安心で暮らしやすいまちづくりを推進してまいり

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 15番。

〇15番（井田茂樹） ありがとうございました。そ

れでは、順次再質問させていただきます。

アンケート調査によりますと、訪日旅行でした

いことは、ゴルフ、ダイビング、マリンスポーツ

など、人気アクティビティーを抑え１位がスキー、

スノーボードのウインタースポーツ、２位が登山、

トレッキングだそうです。釜臥山スキー場周辺は、

通年利用に適したスキー場だと思います。リフト

の通年利用となれば、地面からの高さの関係で防

護ネット設置、下りリフト乗車など、索道事業の

変更、対策、施設整備、修繕、運営主体の指定、

投資資金面など、実現に向けてハードルが高いの

は重々承知です。しかし、設備投資することで新

たな観光資源となり、需要と供給が生まれ、経済

活動が活発になり、地域の活性化につながる可能

性が大いに期待できます。

今年春の５月27日に広報広聴委員会で、海上自

衛隊の方々、また７月18日に青森大学むつキャン

パス青大生の方々にインタビューした際、むつ市

に足りないもの、あればよいなと思うことに、若

者が集う場所、デートスポット、テーマパークな

どが挙げられていました。これは、共通課題だと

思います。リフトを通年利用できれば、第１リフ

トは厳しいかもしれませんが、第２リフトからの

夜景も見れるであろうし、釜臥山スキー場のセン

ターハウスなどは眺望がよく、夜は自衛隊の明か

りも美しく、まさしくデートスポットに最適な場
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所だと思います。この効果のおかげで、人口も増

えるかと少し思いますが。

何より釜臥山スキー場の通年利用は、シャッタ

ーが閉まる店舗や空き店舗が多く見られる大湊地

区の活性化にもつながると思います。私も時折足

を運んでおりますが、夜は明かりも少なく、飲食

店の数も少なくなり、寂しい印象を受けます。何

より残念なことに、住民の方々から、何となく取

り残された感じがするとの声も聞かれます。どう

すれば県内外、海外から観光に来てもらえるのか。

できない理由を考えることから始めるのではな

く、どうしたら実現できるのか、本気で考えるこ

とが必要ではないでしょうか。

そこで、スキー場通年利用による県外、海外か

らの誘客について、スキー場周辺と大湊地区の活

性化について市長の考えを伺いたいと思います。

お願いします。

〇議長（冨岡幸夫） 市民生活部長。

〇市民生活部長（石橋秀治） お答えいたします。

釜臥山スキー場は、今シーズンから中学生以下

のスキーリフト券が無料となっておりまして、高

校生以上のシーズン券の料金も値下げしたところ

でございます。まずはスキー場に多くの方に足を

運んでいただきまして、市外からの利用者も増え

ることにより市内での飲食、買物など活性化につ

ながるものがあると考えております。

また、スキー場周辺、大湊地区でございますけ

れども、多くの観光資源が点在しておりますこと

から、通年での誘客につきまして、関係課と研究

してまいりたいと考えてございますので、ご理解

賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 15番。

〇15番（井田茂樹） ありがとうございました。

市長、私ずっと思っていることがあるのですが、

第１駐車場とか第２、第３、第４駐車場とありま

すよね。土日とか利用者数が多いときに限ります

が、上に止められなければ、第２、第３、第４と

下がってきて、そこからスキーを担いで上ります

よね。そのときの坂というのは、上ったことがあ

る人は分かると思いますが、物すごくつらいので

す。なぜかというと、坂が急なので、それを逆転

の発想をすると、物すごくいい斜面なのです。な

ので、壮大な計画ですけれども、駐車場を埋立て

して、そこにもう一つゲレンデを造って、第３リ

フトを造営して、そこにキッズゲレンデでもない

ですけれども、夏場はグラススキーとか、ジップ

ラインとか、今国道338号バイパスが通るであろ

うすぐ横に大きい駐車場を造りまして、もう一つ

壮大な計画なんかはどうかなと思っていますが、

市長、どうでしょうか。お願いします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 私自身は、平成18年に市役所

に採用された当時、むつ運動公園と釜臥山スキー

場の管理から市の職員をスタートしましたので、

よくあそこの坂は足を使って上っておりました。

当時は、まだ釜臥山スキー場にテニスコートがご

ざいまして、そこもテニスコートとして利用して

いましたので、駐車場は今より狭かったと認識し

ております。テニスコートの利用が非常に低かっ

たものですから、あそこを駐車場にしたという意

味では、前よりも、20年前よりも、私が採用され

たときよりも駐車場は少しずつ上に上がってきて

いるというふうな認識をしております。

本気で大湊の活性化、釜臥山スキー場の通年利

用も含めて大湊の魅力というのはたくさんあると

思いますので、それに向かって取り組んでいくこ

とは必要であると認識しております。今後はどう

いった形がいいのかは別にしても、ちょっと話が

波及してあれなのですが、駐車場が足りないとい

えば、むつ運動公園も足りないとよく言われてお

りまして、様々な体育施設という意味でお伝えし

ましたけれども、課題がまだまだむつ市にはあり
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ますので、どこから優先順位を持って市民の皆様

のニーズ、そして大湊の活性化という意味では、

海外も含め、市外の方がどうしたら市内に来ても

らえるか、そういった観点も兼ね合わせながら、

今後の課題に向けて研究してまいりたいと思いま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 15番。

〇15番（井田茂樹） どうもありがとうございます。

青森県は、今新しい風が吹き、新時代へ突入して

います。日本国内にも、近い将来、新時代の風が

吹くでしょう。むつ市も新時代の風に乗って進ん

でいかなければいけません。

ジオパーク認定や世界夜景遺産認定、各地域に

あるすばらしい観光資源を最大限に活用して、む

つ市中心部、大畑、大湊、川内、脇野沢、全ての

地区が恩恵を受け、地域の活性化につなげていけ

るように、行政に全てを頼るだけではなく、むつ

市民一人一人が真剣に自分たちがむつ市活性化の

ために何ができるのかを考える必要があるのでは

ないでしょうか。私自身もむつ市民の一人として

何ができるのか考え、実行していきたいと思いま

す。

そして、市長、管理者の皆さんには、スキー場

通年利用を前向きに検討して、可能性について調

査研究を行っていただきたいと思います。よろし

くお願いします。

次に、ふるさと納税の再質問をいたします。ふ

るさと納税の使い道は、１、下北ジオパークを盛

り上げるために、２、安心して暮らせるまちづく

りのために、３、子どもたちの未来のために、４、

産業活性化のために、５、緊急時において市民生

活を守るためにと５つの項目が選べるようになっ

ています。それぞれの事業を盛り上げ応援するた

めの大切な財源であります。少しでも税収を増や

すために、全国に向けて、むつ市のふるさと納税

をアピールする必要があると思います。

そこで、大相撲へ懸賞旗を出すことを提案しま

す。10月18日の東奥日報で大相撲懸賞旗を紹介す

る記事が掲載されました。大相撲の懸賞旗は、永

谷園など有名で、企業がコマーシャルとして利用

しているイメージが強いですが、2023年11月12日

から26日の福岡九州場所では、兵庫県香美町の香

美町ふるさと納税の懸賞旗が土俵を周回し、

2024年９月６日から20日の両国秋場所では、鳥取

県倉吉市が大関琴櫻の祖父横綱琴櫻が地元出身の

縁で懸賞旗を出しているそうです。

今年の秋場所は2,455本と、過去最高の懸賞旗

を記録し、外資系企業から地方自治体まで19社が

新規申込みをしたそうです。場内放送で団体名が

読み上げられ、取組表への記載の特典もあり、多

くのジャンルから関心が高まっています。

懸賞旗は、規定で横70センチメートル、縦120セ

ンチメートルで、１本７万円掛ける15日間、105万

円。懸賞旗の製作費が５万円から７万円。計110万

円から112万円程度の予算が必要です。決して安

くはありません。しかし、人気のある相撲は、多

くの人が見ます。ほかのスポーツと比較すると、

かなり安い広告費だと思います。

香美町や倉吉市は、ふるさと納税の税収から懸

賞旗費用を捻出して、全国に向けてアピールした

そうです。

皆さん、むつ市の懸賞旗が大相撲中継、両国国

技館の館内放送で、「青森県むつ市、ふるさと納

税」と読み上げられ、土俵を周回している映像を

想像してみてください。ちょっとわくわくしませ

んか。そうでもないですか。

（「そのとおり」の声あり）

〇15番（井田茂樹） すみません。なので……

（「誰にかける」の声あり）

〇15番（井田茂樹） それは、後のことで。皆さん

むつ市の懸賞旗が大相撲中継で放送され、両国国

技館の館内放送で読み上げられることを想定し



- 63 -

て、思い切ってむつ市ふるさと納税の懸賞旗で土

俵を周回させ、全国へ向けてむつ市をアピールし

ようではありませんか。このことについて、ぜひ

市長の考えをお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） すばらしい提案だとは思いま

すけれども、寄附額の増収に向けては、いただい

たアイデアも参考としながら、広角的な広告手法

について幅広く検討してまいりたいと思います。

先ほど産業政策部長が答弁させていただいたとお

り、現在のむつ市の課題でございますけれども、

ふるさと納税をしていただいた返礼品の不足が、

ふるさと納税の収入額が減っている現状でござい

まして、ＰＲしたのに、ふるさと納税しても物が

なかったというふうにならないように、そういっ

た対策も含めて今後体制を強化して取り組んでま

いりたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 15番。

〇15番（井田茂樹） ありがとうございます。ぜひ

周回できるように、近い将来頑張ってほしいと思

います。

次は、「むつ☆かつ」の地域移行についての再

質問になりますが、私の地元南通地区には、奥内

小学校、近川中学校があり、近川中学校では「む

つ☆かつ」のバドミントンに体育館が利用されて

おりますが、グラウンドはあまり活用されていな

いと感じます。市内に、ほかにも利用可能と思わ

れる施設があります。新町に老人憩の家禄寿荘（シ

ルバーアリーナ）という施設がありますが、調べ

たところ、60歳以上の方はどなたでも無料で使用

でき、ゲートボールやペタンクの会場として利用

されていると聞いております。60歳未満の場合は

有料となっております。使用時間は、月曜から土

曜日、９時から16時、日曜、祝日は休館日となっ

ていて、こちらの施設を16時以降も使用できない

ものか、今後はこういった学校や市内施設の開放

も必要だと考えますが、このことについて、市長、

見解をお願いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 中学校部活動の地域移行につ

きましては、全国的な課題でありまして、当市と

いたしましても、全国に先駆けて取り組んでいる

中で、活動場所の確保は課題の一つになってござ

います。

現在中学校の一般クラブにおきましては、学校

体育施設の開放事業を活用されていることが多い

と思われますけれども、むつ市こどもの笑顔まん

なか条例の理念の下、中学生のクラブ活動の機会

を確保できるよう、学校体育施設の活用方法を検

討するとともに、そのほかの施設の活用につきま

しても、施錠や安全性などを考慮した上で検討し

てまいりたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） 15番。

〇15番（井田茂樹） ありがとうございます。

「むつ☆かつ」では、生徒が自分の意思で選択

できるクラブに参加し、放課後に充実した活動を

保障することを目指すとしていますので、今後も

引き続き「むつ☆かつ」、「むつ☆かつ」以外の

クラブにかかわらず、全てのクラブ活動が同じ条

件で継続してできるようにご配慮をお願いすると

ともに、視野を広げての施設利用を検討いただき、

利用条件の見直しなど、柔軟な対応をお願いいた

します。

次に、脱炭素とスマート農業の現状、寅福プラ

ントさんの現状について、私にはかなりの数の離

職者がいる等の声が寄せられておりましたが、今

部長が答弁されたことで、現在約100名を雇用し、

安定的な生産、出荷ができており、トマトの年間

生産量の見込みはおおむね計画どおりと伺いまし

た。寅福プラントさんには、地域から期待されて

いる産業でもありますので、今後も引き続き離職

者を少なく、安定した雇用状況を続けていただく
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よう、強くお願いしたいと思います。

次に、スマート農業推進に向けた取組と今後に

ついてですが、環境保全型農業技術の世界のトッ

プで、天敵昆虫や交配昆虫の利用を中心としたＩ

ＰＭ技術や完全閉鎖型の施設園芸により、化学合

成農薬や化学肥料の環境への負荷を抑える技術が

発達しているオランダ、面積は九州ほどしかあり

ませんが、農産物の輸出総額は世界第２位という

農業大国です。その中でも、オランダ最大の施設

園芸地帯で環境に配慮した最先端の園芸農業が営

まれ、最大の産地であるウェストラント市と合意

書を交わして交流できることは、寅福プラントだ

けに限らず、今後のむつ市の農業発展において必

要なノウハウを学び、技術を習得できるチャンス

でもあります。この先の農業は、ＩＰＭ技術や農

薬、化学肥料に依存せず、天候にも左右されない

完全閉鎖型の施設園芸の技術が必要になり、それ

が主流となっていくと思います。

現状では、交付金などの支援制度を利用して、

スマート農業の導入がなされたのは寅福プラント

１件とのことですが、今後はウェストラント市と

の交流をむつ下北の農業の発展に生かしていただ

きたいと思います。

山本市長は、むつ市が先進的にカーボンマイナ

スやＧＸに取り組んで、全国のモデルになってい

きたいと話していました。私もそうなるように願

っています。この事業がしっかりとむつ市に根づ

き、ウェストラント市との交流がむつ市、下北の

農業をますます発展させ、世界にないビジネスモ

デルが確立できるようにむつ市全体で応援してい

きたいと思います。再質問はありません。

最後に、新しいまちづくりモデル事業について

の質問に移ります。今回の事業では、市中心部に

ある金谷公園周辺と田名部地区での取組ですが、

むつ市には大畑、大湊、川内、脇野沢地区など活

性化が必要な地域がたくさんあり、先ほどのスキ

ー場の通年利用の質問でも少し触れましたが、こ

れからの地区は、まちの中心部、商店街に活気が

なく、非常に寂しく感じます。多くの住民から、

取り残されたと感じる、何とかできないものかと

の声を聞きます。

今回の事業は、コンパクトなまちづくりなので、

市内中心部をメインに病院や商業施設を集中する

ことに重きを置いたと思いますが、今後今回の事

業で該当しなかった他地区の活性化についてどの

ようにお考えなのか伺います。

〇議長（冨岡幸夫） 都市整備部長。

〇都市整備部長（木下尚一郎） お答えいたします。

市中心部以外の活性化についてでありますが、

大湊地区につきましては、先ほど触れられました

ので、そのほかの地区についてになりますけれど

も、大畑地区につきましては、むつ市立地適正化

計画において、都市機能誘導区域及び居住誘導区

域を設定しており、近年では国土交通省の補助事

業を活用し、庁舎移転に伴う地域の拠点整備を行

ったところでございます。

また、川内地区、脇野沢地区につきましては、

本年11月のむつ市立地適正化計画の変更において

地域生活拠点を設定し、都市機能の維持、誘導を

図ることとしております。

今後におきましても、各地区におきまして、安

全安心で暮らしやすいまちづくりに努めてまいり

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 15番。

〇15番（井田茂樹） ありがとうございました。私

自身、選挙のときに市内全域を回ったときや地域

の方の声を伺いに行く際に、地域格差を多少なり

とも感じます。利便性のよい市内中心部に暮らす

方々もむつ市民、中心部から遠く離れた地区に暮

らす方々もむつ市民、格差ゼロは難しくても、先

ほど市長がおっしゃいました、市でバスを走らせ

ているということもそうでしょうが、サポート体



- 65 -

制を強化して、少しでも不便さや疎外感を軽減す

る努力が必要です。

このことに関して、11月14日の東奥日報さんの

記事で、街の幸福度ランキングと住み続けたい街

ランキングが取り上げられておりました。東北版

ランキングで幸福度では２位に六戸町、３位藤崎

町、４位おいらせ町、住み続けたい街では、５位

に弘前市でした。このランキングは、回答者50名

以上の自治体を対象として集計しているとのこと

ですが、ランクインしていないから幸福度が低い

というわけではありません。しかし、むつ市の名

前がなかったので、正直寂しく感じたものでした。

むつ市民の幸福度を100％に近づける努力は必

要不可欠であり、その先に人口減少、少子高齢化、

若者の流出の歯止め、そして地域活性化につなが

る光が見えてくるのではと感じます。しかしなが

ら、幸福度は行政の力だけ、努力だけでは非常に

厳しいものであります。

ケネディ大統領が就任演説で話した言葉があり

ます。「あなたの国があなたのために何ができる

のかを問うのではなく、あなたがあなたの国のた

めに何ができるのかを問うてほしい」。私は、こ

の言葉こそ、今の厳しい状況をよい方向に導くヒ

ントではないかと感じております。

誤解や批判を受けるかもしれませんが、むつ市

があなたのために何ができるのかを問うのではな

く、あなたがむつ市のために何ができるのかを問

うてほしい。私自身も含め、市民一人一人の意識

改革と努力の先にむつ市の明るく希望に満ちた姿

が見えてくるのではないでしょうか。

以上、質問を終わります。ご清聴ありがとうご

ざいました。

〇議長（冨岡幸夫） これで、井田茂樹議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（冨岡幸夫） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

なお、明12月５日は野中貴健議員、富岡直哉議

員、佐藤武議員、佐藤広政議員、浅利竹二郎議員

の一般質問を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ３時５２分 散会
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